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ず
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仁
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あ
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れ
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な
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司
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ず
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／
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仁
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代
表
J

一
定
比
宇
ー
の
従
業
国
民
代
表
を
た
む
も
心
で
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
の
う
ち
、
淀
糸
員
代
去
の
比
守
ー
は
ム
山
付
む
款
で
定
め
る
も
の
と
さ
れ
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し
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ゴ
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伐
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司
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本
の
円
四
米
型
は
一
刈
有
を
引
哀
し
た
も
の
で
あ
り
、

つ
ま
り
成
総

役
会
y
長
ヱ
A
M
之
さ
が
経
常
名
た
る
代
表
取
締
役
を
叫
以
下
ぜ
4
0
J

る
シ
ス
ア
ム
を
に
っ
て
い
る

日
本
会
引
法
：
一
ハ
条
尽
号

' 刀 Jド＇／スにお；十る拝 l用巾l見

八
一
条
一
羽
）

中
同
一
け
場
合
は
、
主
事
会
と
経
連
の
訪
日
仏
仰
は
ア
メ
り
カ
に
お
日
γ
Q
取
締
伎
会
ζ

役
員

｛
》
｛
】
ハ
4
戸レ
H
V
J

げい近パ
ζ

一
川
わ
れ
て
お
り

わ
、
民
主
ム
ム
に
従
業
員
代
表
の
ず
早
川
が
予
定
さ
れ
と
い
る
古
川
で
は
、

ド
ィ

y
に
お
け
る
労
使
の
は
片
付
決
定
の
た
め
の
宮
川
町
内
山
内
兵
仏
領
似

ず
る
一
粁
碍
心
行
う
来
務
執
行
寸
一
吉
革
事
余
と
忌
苧
会
心
市
川
ん
が
佐
川
相
門
・
訟
判
机
ず
る
と
こ
ろ
か
ら
折
衷
咋
の

抽出しーと一
μ
え
る
〈

し
か
し
、

同
じ
γ

が
上
訳
出
の
い
本
従
米
包
と
は
、
爪
ノ
ム
h

祉
を
代
表
し
ろ
る

ιが
～
君
事
会
心
符
成
田
R
で
あ
る
）
古
事
長
に
限
ら
ず
、
定
款
の
｛
必
め
に

よ
っ
て
は
料
理
ち
り
能
に
と
い
う
点
、
②
主
事
会
へ
の
従
業
員
代
表
の
な
J

加
が
可
能
て
あ
る
点
、
⑦
弘
事
会
＼
の
従
業
員
代
表
の
安
川

が
表
務
付
け
つ
れ
て
い
る
点
、
及
び
勺
シ
県
川
ふ
官
役
以
日
い
い
制
が
採
用
さ
れ
て
い
と
い
1
／
い
っ
た
タ
庁
出
に
お
い
て
、
川
十
八
な
っ
て
い
る

以
し
い
り
で
つ
に
、
品
川
会
伝
法
！
の
ゴ
心
不
ン
ヲ
ー
ト
・
ガ
パ
」
ン
ス
は
諸
外
凶
と
の
共
通
点
主
－

F
Jつ
つ
も
、
特
供
同
ー
も
右
L
C
い

ポレ

る
に
こ
れ
は
引
同
会
沢
法
げ
子
制
定
さ
れ
る
叶
吃
で
、
諸
外
岡
の
会
弘
法
？
っ
ト
う
で
に
党
注
し
て
お
り

ι 

同

｜吋

怠
W
U
7
J
に
し
た
こ
と
乙

凶日'I::'

部
事
情
に
民

、

一

一

い

1
4へ
一
三
つ
ノ

r r _, ま

:1:,)(}(lt'?i日 ＇｝ Zbo ＜＇日、： z〔'JG'9 



"' 

けi
国
公
引
法
に
お
日
る
経
開
制
反
の
内
容

／、

f「

心

c' 
H 
y土

改
止

日えよ王子） 56 !.3百 Ii126；つ061 9 

-" 
訓 J

の
概
会
と
決
律
地
人
〆

れ
ば
な
ぺ
J

ヨ
い

九百件一法

一
凶
条

U
J
Y
怪
攻
は
ム
バ
祉
の
一
一
同
級
管
通
有
y
し
し
て
日
意
的
経
営
日
小
山
動
を
担
当
し
、
そ
の
と
め
の
必
宮

ti：ば
0) 存在
法限
止も
1＼： イ1
7< 弓
九る
と U

はま
'," r 
ct 
り同
時

ゲ々 Jこ
" .6、ー〆＂、
J主主l
以の
の？王
者~ ±'Ji 
＊＇へ
はこ
記て
代会
J、tJ
人の
ぶずl
り 君宅
J央三
4、l三iす
n 小

も f七
つ 1百
ζst 
もを
、f了

r 

ir' 
一f、～ 
' 
込

る
' 

しコ
I斗
〆乙、
口

；土
/>. 
苧乙、

0
0
4年

従
来
の
董
平
長

ρ卓
法
定
パ
表
点
、
出
版
を
改
め
、
会
社
け
は
は
烹
烹
会
社
氏
支
人
を
定
め
る
ご
／
）
は
ば
h
p
r

＼な
h
、
そ
の
決
定
は
定
款
ム
ヨ

治
に
委
1

ね
た
じ
子
↑
の
結
果
、
主
宰
長
、
粁
悲
の
い

F
れ
も
会
社
代
士
山
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
不
況
判
法

一
条
一
二

料
札
舛
の
せ
命
、

Mm丹
、
旬
開
山
な
ど

。叉

ユ哩

解
任
は
J
も
に
革
事
会
の
権
限
と
ぎ
れ
る

へ
会
祉
法
一
ら
九
条
円
…
ぺ

四
七
条
一
法
huH寸
～
つ

会
祉
法
に
は
椛
血
の
員
数
に
つ
い
て
直
援
だ
め
て
い
な
い
が
、

N
H
M
岨は、

そ
の
州
肋
告
と
し
て
副
経
閣
内
心
任
命
、

解
任
を
主
事
人
一
三

叫
主
で
き
る
こ
1

／

会
引
ト
出

か
bつ

FYい
と
忠
わ
れ
る
f

ま
た
、
中
凶
一
出
r
h
？
昨
町
営
管
理
ふ
さ
は
ム
ム

国公
5キミ

項
、
り
つ
条
一
頃
六
口
勺

一
J

以
下

一
一
月
に
公
布

L
た
「
！
日
句
会
位
定
款
の
必
須
条
項
山
閲
す
る
ナ
ヨ
」

一、川同

「
同
一

ι取
会
」

ー
／
い
ム
ノ

か
九
九
七
年

認

P
1
1
市
公
司
品
在
桁
引
」
、
以

f
「
定
款
手
配
山
と
い
汽
）

一
八
条
L
v
も
だ
知
町
一
名
と
ト
2
0」
と
な
っ
て
い
る
と
と
も
、
長

引
い
け
と
一
必
る
υ

会
司
法
は
い
消
却
の
任
問
川
に
つ
い
て
た
の
♂
に
い
な
い
が
、
ー
助
会
社
の
凶
包
口
は
定
款
で
こ
れ
を
た
め
る
こ
；
、
に
な
る

－

r
～款
f
引」

。
長
、
u

な
お
、
L
U
W
述
、
品
村
紅
注
日
一
報
酬
は
ま
平
会
の
扱
主
権
限
こ
ち
れ
る

三日

U
件
、
ハ
い
九
条
団
司
、
四
r

〕条



松
山
寸
（
り
資
情
安
打

市
国
会
心
い
法
は
、
日
叫
刑
と
の
A
H
係
に
つ
い

E
積
極
的
川
女
川
け
吹
定
め

E
お
ら
ず
、
そ
の
欠
格
弔
川
の
一
説
定
？
？
之
設
け
て
い
る

z
u
l十
去

：
ρ
1
2
 

悶

f
r尖
一
市
C
v

か
れ
に
よ
れ
ば
、
次
の
い
ず
れ
か
山
該
当
「
る
考
は
経
由
む
れ
な
る
と
ζ

が
で
き
な
い
戸
郎
内
一
、
市
山
k
g一
行
為
川
熊

力
有
及
び
民
事
行
為
制
限
詑
力
荷
、
必
汚
職
、
閉
山
町
、
肘
が
の
不
法
山
い
ム
口
説
び
横
領
に
同
十
る
却
も
1

J

く
は
作
会
ヨ
ア
芸
品
け
場
料
済
の
秩

げ
の
絞
一
取
に
闘
士
白
山
什
を
犯
す
二
一
こ
に
よ
っ
て
川
訪
を
受
け
、
執
十
わ
消

f
後
五

4
判
を
超
え
て
い
な
い
者
、

ま
千
人
は
犯
市
に
よ
り
政
治

的
権
利
を
制
判
併
さ
れ
、
判
判
奪
満
了
後
石
A
1
向
を
判
担
え
て
い
な
川
者
、
③
破
産
・
清
貧
さ
れ
～
会
社
、
企
業
の
葦
主
ま
た
は
仁
山
川
氏
、
行

' 刀 Jド＇／スにお；十る拝 l用巾l見

庄
で
あ
り
、
ー
」
及
会
社
、
企
業
の
被
産
e

法
持
に
つ
き
僻
人
買
れ
が
あ
り
、
勺
設
会
社
、
企
業
の
破
産
・
卒
中
川
H
完

f
後
の
日
よ
り
一
司

同
を
お
え
と
い
な
い
者
、
④
汁
ー
法
に
よ
り
、
い
同
業
庁
一
司
吉
を
取
泊
さ
れ
、
閉
鎖
J

ゲ
之
町
じ
ら
れ
I
X荒
川
紅
、
企
業
の
法
定
ペ
ー
衣
人
で
あ
り
、
ル
一

札
に
悩
入
食
汗
が
あ
打
、
骨
門
業
守
司
主
刊
の
恥
川
川
し
刀
け
よ
り
一
午
前
を
辺
プ
会
心
司
な
レ
有
、

e山
崎
町
人
と
し
て
比
校
的
多
般
の
債
務
を
や
同

担
し
、
そ
の
弁
済
問
が
市
計
来
し
て
も
弁
消
し
て
レ
な
レ
持
、

〉

）

二

て
3
y
o

t
h
一
ル
の
川
胤
｛
じ
に
注
比
し
て
経
川
崎
〈
り
ド
ト
い
ん
叩
が
行
わ
れ
た
弘
ん
は
、
任
命
は
栴
幼
1
3
k

な
る

、
同
一
項
）
v

ます寸円、
人
以
i

任
問
問
中
の
将
庄
は

十

hr
一
心
事
む
の
い
ず
れ
日
に
該
当
す
る
に
主
れ
は
、
会
社
は
を
の
者
u

ど
解
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
ヨ
い

戸一行二亦九二

（同）

υj 

権

川
町
叫
担
は
若
手
会
ピ
任
命
さ
れ
る
者
で
、
金
利
下
ム
百
九
川
河
、
ν

て
頁
什
包
品
川
ハ
レ
、
会
社
の
H
U同川抗議
1

管
制
月
一
活
動
に
つ
い
て
桜
阪
な
行
使
す
一
る

ポレ

一
一
と
が
で
き
る
v

円
ハ
体
的
な
権
限
に
つ
い

E
ば
会
社
ハ
ん
款
に
規
定
が
あ
れ
ば
与
の
規
定
に
従
う

有
（
U
h仙川

ヘふに
H

U
リ
ム
上
ム

一〆

1
1
7
2

川
字
、
二
期
、

凶日'I::'

1可
） 

、
！］、

特
に
胤
乏
が
な
い
M
W
ハ
い
に
は

4
n
J
Mヅ
ヂ
一
周
？

υ

経
誠
司
は
次
の
塔i
限
を
行
性
ず
る
い
｝
と
に
な
る

に
士
ト
大

4

3

7

 

凶
条
二
項
、

駅
九
、

n
U人
民
吐
の
宇
品
位
経
営
管
刊
ぺ
業
務
の
エ
字
、
吾
川
市
事
会
以
誌
の
執
行
、
③
ム
百
叫
ー
の
刊
茂
治
廿
計
両
投
べ
〉
投
資
家
の
い
呆
瓶
、
日

ω人民
吐
の

ム
ベ
一
部
件
口
述
絞
構
設
置
案
の
作
成
、
パ
伶
ム
五
日
犯
の
芯
＋
む
辺
制
度
誕
の
り
作
成
、
②
会
社
心
共
体
的
規
則
力
作
成
、
応
）
盆
宇
八
百
へ
減
計
湾
、
川
町
一

:1:,)(}(lt'?i日 ＇｝ ZGc ;"11 :z〔'JG,9 J 



"' λ

必
責
打
者
の
日
仏
レ
ム
叩
ま
た
は
限
円
い
い
に
関
す
る
議
案
〈
U
U虻
出
、
の
す
ギ
ポ
ム
品
川
小
江
ド
ハ
叩
ま
た
は
解
江
す
べ
き
者
以
州
、
U

会
！
ド
管
民
主
心
存
命
ま
た

は
解
作
、
尚
一
一
窓
会
vp
校
催
、
ど
ん
そ
の
他
の
椛
川
眠
、

で
あ
る
一

-" 
訓 J

右
で
一
ハ
こ

の
権
限
を
大
さ
く
一
一
語
類
に
分
け
ゐ
こ
と
が
で
き
る
い
即
ち
一
、

、
日
一
竹
内
日
開
営
日
必
心
当
施
に
閑
ず
る
も

の

（
右
の
m

－7）£）

ヘ十市の
f
山
J

｝
⑦
二
一
、
昔
事
会
心
授
持
し
た
ら
」
の
他
の
怪
限

交
付
汁
7

一
部
包
洋
機
構
の
設

E
に
関
「
4
0
4
心

の判
M
4
心

L
た
峰
山
限
で
あ
る
υ

て
の
ほ
か
、
し
討
却
は
品
事
公
へ
の
品
昂
棒
本
心
、
了
J

る
♂
ム
ム
祉
法

開
条
二
攻
、
ア
1
0
h
Aヤパ

るI＇：只
「九

c: i長
, ctt 
;) rt 

権符
限♀

l土？号
帯；；，

f議｛♂持
,c :C 
ζT；へ
ま干J

り工
計者
；~ '-τ結
モパす
葦行

事r三両
子j ~－ 
；；との

議苦
参持
}JI I c1il 
-,r- ~： 

る図
ヤる

はぜ〉
vと しゾ

さも

なり
。／

説
I寸

さ
れし
-r 

1;_ 

ん
計
洋
の
T
Y紛ら一昔、ペー

ま
ず
、
会
社
に
け
す
る
一
般
的
義
務
と
［
て
、
川
町
則
正
は
法
令
ま
た
は
定
永
吉
一
見
守
し
、
忠
実
義
務
と
劫
勉
義
務
を
伝
う
へ
余
判
決

河
一
一
九
条
一
項
）

三
行
、
M
K
W
庄
は
り
碓
取
を
市
凶
刑
し
て
財
務
そ
の
也
心
不
法
一
小
川
忠
J
V
収
受
し
、
ふ
日
社
の
財
産
主
hr
寸
法
占
右
し
て
ぽ
な
ら
な

し、

同
一
一
泊
J｝

L

」＼F
J

中」山川、

u
l
J
M
 
れ
庄
は
次
の
k
う
な
／
れ
Addv一1J
で
は
な
ら
mh
い

一
凶
九
条
項
て
心
会
社
、
り
資
金
守
秘
伝
す
る
こ
と
、
②

会
社
の
資
令
μ
ら
日
己
ま
L

は
門
戸
心
伐
の
u
f
t
の
弘
義
ご
開
設
す
る
打
席
州
に
政
令
す
る
こ
と
、
ん
か
J

ヘ
ワ
に
定
款
に
選
以
し
、
株
玉
総
会
ま
た
は

書
写
会
の
承
認
な
J

L

会
社
の
資
去
を
他
人
に
や
、
ナ
こ
ζ

ま
た
は
会
記
の
川
畑
一
主
他
人
の
慌
叫
仙
の
担
保
i
r
L
J
L
提
供
す
る
と
と
、
小
山
）
一
以

の
承
認
を
作
ず
に
会
一
註
と
契
約
を
椛
J
h
土
台
目
刀
、
引
守
す
る
こ
L
r

、
一
山
）
成
工
机
叫
ん
試
の
不
認
乞
U
い

ず
に
執
務
！
の
地
殺
を
利
月
し
て
釘
ー
し
ま
た
は
他
人
の
だ
め
に
会
社
の
有
業
！
の
隊
会
を
奪
い
、

円
い
じ
ま
2
1

は
他
人
の
た
め
に
会
社
t

同
7中

こ
／
一
、
ぬ
他
人
ζ

公
社
ぐ
の
取
引
に
よ
る
報
革
命
～
を
け
民
る
こ
乙
、
①
年
断
で
ム
以
内
心
一
一
ん
掃
を
公
開
す
る
こ
ζ

、

一
ぽ
会
判
に
対
す
h巳
ι

忠
実
義
務
に
況
反
す
Q
そ
の
池
日
一
行
為
、
ゲ
「
れ
る
。
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中

h
「
叫
の
行
為
二
工
っ
て
日
付
ら
れ
に
収
一
人
は
会
干
の
所
有
に
対
寸
る

三
4
4干
法
問
甘
や
士
一
足
）
U

的
叩
い
は
業
務
決
行
の
恥
昨
日
に
法
令
ま
た
は
な
款
に
産
反
〆
会
一
註
に
畑
中
心
と
J
λ

た
場
丘
、
そ
の
同
町
竿
に
つ
き
賠
償
支
任
を
負
う
こ
と
に

？主
包

（
ム
ド
ー
決

h
C条
）
し
こ
の
規
仕

h
f
反
し
た
が
恕
は
株
÷
代
表
訴
訟
の
対
象
に
も
な
ゐ

会
社
法
一
－
h
条
）

ザ
同
事
、
い
州
連
な
ど
の
第
一
ム
者
に
対
ず
J

る告（
h

れ
に
つ
い
て
会
作
法
は
規
定
を
設
け
て
い

" 

中
日
三
は
、
民
法
通
則
上
、
十
仏
’
へ
の
機

関
が
符
j
d

川
治
動
を
七
う
際
に
fm

h
お
今
一
石
に
損
害
を
与
え
と
は
吻
台
、
作
人
心
み
が
民
事
責
任
か
γ
負
い
機
関
側
人
が
第
一
一
討

に
刻
し
て
友
汗
士
急
う
日
｝
乙
は
は
い
u

こ
の
J
う
な
取
扱
い
は
会
社
t
訟
で
も
踏
襲
手
れ
て
h

る
／
）
考
え
ら
れ
で
い
る
口

' 刀 Jド＇／スにお；十る拝 l用巾l見

四

中
国
経
沼
紛
授
の
現
状
と
課
題

ソ
恥
叫
心
地
位
PL
っ
し
て
ー
ー
ー
む
舛
は
C
R
U－か

C
E
O一ば

2
5
h甲府
2
2
7
d
C
2
2
吋
の
ゆ
訟
で
丸
り
、
V

ギ
ム
汁
k
k
m
浪
粁
営
者
の
M
円
称

t
t
て｛七
u
h
q

し
っ
ぺ
あ
る
出
日
間
で
あ
る
c

中

国
で
も
、
料
理
L

つ
い
て
こ
の
呼
称
が
川
市
い
ら
れ
る
怯
川
が
見
ら
れ
る
例
え
ば
、
家
電
ト
入
手
H
η
l
e
r
、
空
調
4
1
カ
l
J
P
N問、

フ
レ
ピ
メ
ー
カ
ー
k
o
n
k
a
な
と
の
会
性
の
総
経
理
は
い
ず
れ
も
C
E
り
と
改
称
さ
れ
て
い
る
J

中
判
会
社
、
一
「
い
に
は
C
E
O
に
問
寸

る
規
｛
疋
や
か
な
い
も
の
の
、
，
V
聞
は
γ
メ
リ
カ
に
お
け
る
仁
E
O
に
近
似
「
る
と
い
二
礼
ん
が
あ
る
し
そ
と
で
、

今
仰
引
で
は
い
M

中
同
心
ム
ム

人
目
に
任
意
山
説
者
さ
れ
た
C
E
一υが
現
行
会
千
法
上
の
コ
マ
よ
ぺ
J

y

t

ト
・
刀
パ
ナ
／
ス
と
の
関
連
で
ど
の
、
ご
つ
ど
位
向
一
付
け
ら
れ
る
の

ポレ

か
を
町
二
J

か
に
ず
ぺ
く
、
ア
メ
リ
カ
に
お
日
る
亡
巨
り
の
概
念
は
如
何
台
る
v
も
の
な
の
か
ユ
士
論
じ
た
し
し
、

cuい
い
り
の
つ
、
リ
〈
可
戸
i

ト恥

凶日'I::'

古
川
ヲ
ン
ス
ト
の
校
賞
作
い
け
い
を
考
察
す
る

じ
R
り
の
概
念
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

ア
メ
ペ
ソ
カ
会
司
法
卜
仁
P
K
O
に
つ
い
て
の
定
義
は
必
ず
し
4
一
明
縫
に
さ
れ
亡
い
江
い

ま
ず
、

ふ
ろ
ノ
一
仁
止
め
一
令
。

斗

コ

7111
ク
州
会
引
法
で
は
、
取
約
役
と
役
h
H
U
分
類
は
あ
る
が
、

d
L
E
U
ζ

ど
っ
言
葉
は
主
主
人

rfEら

:1:,)(}(lt'?i日 ＇｝ Zbi ロ9:z〔'JG'9 J 



"' 
れ
な
い
っ

役
員
の
主
称
は
ハ
川
一
品
ζ
H
V机
に
h
o

い
こ
白
佐
に
ζ
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ

デ
ラ
ウ
工
ア
州
会
本
i

は
に
お
い
て
は
、

同
二
条
a
頃）、

改
王
侠
範
会
計
斗
片
山
v土、

制
定
法
の
桁
浴
し
た
没
収
と
門
異
な
る
役
職
の
役
員
乞
望
む
会
社
J
川
、
あ
る
と
の
則
自
か
、
ミ

ケ
包
完
全
に
廃

i
L
Lぺ
と
し
い

-" 
訓 J

法
作
上
、
役
一
似
の
主
称
の

」
の
ほ
か

f
メ
）
力
法
律
内
同
長

～
〆
】
ヨ
ペ
】
丈
一
仰
向
】
戸
】
日

4F4っ

戸
ソ
ご
｛
↓
M
｛内
ν
J

の
「
コ
ー
ポ
1
1

卜
E

カ
パ
サ
ン
ス
の
間
引
い
述

に
お
い
亡
も
、
役
口

ヘ
（
）
『

thV2）

に
つ
い
て
の

ρι
ま
刊
は
あ

る
も
の
の
、

仁
u
h
O
そ
の
も
の
に
関
す
る
だ
一
執
は
な
い
っ
ご
の
よ
う
に
会
叶
作
上
明
惟
な
氾
誌
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

C
E
O
は

い
ま
や
ほ
こ
ん
？
ぺ
の
ア
メ
リ
カ
企
業
↑
ど
伎
わ
れ
て
い
る
タ
イ

i
凡
と
な
3

て
い

℃
は
、
実
務
上
に
お
J

亡
は
、

仁
R
O
は
こ
の
よ
う
は
権
限
を
有
す
る
か
。
全
来
会
社
取
O
L
m一
役
連
合
会

日
一

C
E
O後
位
不
範
説
明
l

は
よ
れ
ば
、
仁

E
O
は
次
の
よ
う
な
城
市
町
を
行
事
寸
べ
き
も

（

Z
ヘ
〆
門
口

Z
E
5
E｝

h
J
Z
5
2
2
5
H
W
R
A
C
ζ
門主「
2
4
V
3
5
4
2
ミ三

む
と
さ
れ
ご
レ
）
匂
合
住
尚
一
位
行
為
ケ
J
従
迭
し
、
日
↓
人
の
誠
実
ー
し
社
余
只
芹
乃
一
負
析
す
奨
励
FJ
る
企
業
文
化
す
創
出
い
り
る
こ
と
、
店
店
門
収
門
問

の
素
質
f

丸
紅
葉
員
仁
よ

J
C川
市
成
さ
れ
る
多
川
相
性
を
有

rJ司
令
団
体
z
V
5
r
る
た
山
町
に
、
？
れ
ヘ
従
業
門
以
」
を
吸
収
・
保
持
・
川
県
F

加
す
る
の

に
叶
比
一
げ
つ
桔
抑
的
遊
山
他
」
幻
職
場
川
氏
境
ピ
糾
い
け
寸
る
こ
と
、
爪
川
＼
株
王
の
利
尚
一
一
創
出
で
き
る
よ
う
と
長
期
戦
時
え
宍
4
1
1
取
締
役
会
に

位
楽
す
る
こ
と
、
わ
入
山
叫
刊
の
長
期
戦
併
に
役
げ
つ
よ
う
な
作
皮
業
務
計
向
と
予
首
パ
Jbvr

作
り
と
れ
を
取
締
役
会
に
提
案
す
る
h

と
、
③
ム
山

引
い
り
ヨ
常
業
務
の
治
山
叫
な
管
珂
乞
誌
が
す
る
こ
と
、

の
刻
務
と
ハ
品
川
U
F
円
出
mur
－
－
攻
寸
る
工
う
ね
？
弘
的
九
努
力
す
る
こ
と
、
め
JA
山

人
目
の
尚
u
山
・
サ
ぱ
し
ス
の
賞
と
旬
僚
の
不
断
の
川
上
を
確
保
す
る
こ
と
、
③
会
社
が
業
界
内
に
お
い

C
寝
佼
な

r…7地
口
弘
吉
勝
ち
ぷ
ゎ

保
持
す
る
こ
と
、
似
（

E
一υ今
、
リ
i

ダ
ー
と
ず
る
右
効
な
注
常
チ

i
ム
を
叫
myげ
す
る
と
同
時
に
、
7

一J
訟
チ
i

ム
を
MR即
・
更
迭
す
る
た

め
の
お
い
占
照
的
な
計
却
を
作
る
ご
J
ぺ
伐
）
れ
締
役
会
と
品
々
し
、

仁
E
り
裁
は
い
の
佼
粁
に
悶
了
J

る
’
有
効
仕
計
川
一
を
一
保
す
ノ
る
ご
／
｝
、
の
）
会

吋
の
重
大
政
務
を
世
間
乏
し
、
そ
の
実
山
川
J
M
1
k「
督
す
る
こ
乙
、
内
出
会
祉
の
工
授
な
代
一
言
人
と
な
る
こ
こ
、

て
あ
る
、
ま
た
、

ア
メ
げ
ノ
古
で

は
法
人
代
表

〆
｝
い
ム
概
念
は
白
い
が
、

ア
メ
リ
カ
に
お
日
る
（
じ
い
け
は
多
ノ
＼
心
場
合
、

中
川
会
社
法
上

r
H
k

。mb

｛去
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い
お
け
る
法
人
代
支
の
権
能
J

ピ
有
す
る
U

内
い
十
以
｛
比
さ
れ
て
い
る
ト
パ
一
に
お
い
て
は
d

国
会
社
法
の
経
阿
は
じ

E
ひ
い
類
似
十
一
ゐ

一
凶
暴

じ
E
H
こ
市
川
会
計
法
し
し
の
が
盟
の
権
限
を
に
ば
「
る
と
、
権
限
が
立
以
前
一
に
宝
山
倍
強
勺
範
同

マ

戸

〆

一
？
寸
♂
ヲ

前
記
の
じ
巨
什
の
権
限
寸
士
一
跨
ま
え
、

（
会
社
法

斗
（

U
九千八）

昌
一
事
公
の
決
議
を
実
施
す
る
に
乙

tま
る
料
主
に
J
山
三
1
1
前
記
の
③
、
④
及
び
川
一
の
1
Z
一
h
J
Z
J
引
さ
れ
f
fで
？
に
じ

E
O
は
公
吐
の

べ
ι
E
O
は
法
人
代
表
の
F

手
件
合
有
す
る
庁
に
お
い
て
も
経
河
よ
り
大
き
は
権
限
を
持
コ
ご
／
）
片
山
一
ぽ
る

般
的
決
定
成
び
業
務
民
訂
決
定
に
関
目
す
る
こ
と
が
で
き
、
成
約
役
公
と
の
関
係
に
お
い
て
は
よ
り
詑
動
的
と
あ
る
と
い
与
え
よ
う
υ

土

ccj九
司
会
祉
法
改
T
I

' 刀 Jド＇／スにお；十る拝 l用巾l見

前
の
符
述
は
会
社
代
表
権
を
有
し
住
川
町
か
ハ
た
）
。
そ
こ
で
、
託
辺
ど
川
兆
円
収

γれ
ば
、
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
）

一円パご

権
限
を
拡
大
さ
れ
た
ん
計
立
で
あ
る
と
い
う
述
併
も
で
き
る
。

t
E
の
と
は
、
実
質
は

と
の
疋
非

ιつ
い
て
は

C
E
O
 へ
と
呼
称
さ
れ
る
者
）

C
E
O
と
呼
称
さ
れ
る
者
の
出
呪
は
持
J

将
ハ
バ
慣
で
議
へ
嗣
を
引
き
J
t
f
1
て
お
り
、
粁
削
弘
吉
〔
E
O
と
改
称
す
る
、
一

巾
南
一
に
お
レ
亡
、

は
次
の
よ
う
立
も
の
で
あ
る
〔
川
町
ち

十

H
て
は

ハ
ザ
権
限
の
針
」
当
と
の
関
連
て
い
U

鮮
が
分
か
れ

t
い
る
し
そ
の
典
主
配
な
窓
口
ハ

ヘ
ロ
社
枯
ト
の
主
事
会
品
川
び
主
事
長
に
悶

F
る
権
以
の
規
定

へ
ん
目
仕
伝

ひ
ん
条
河
原
、

凶
七
条

一ぺ
J

久
木

Lド
伺

項
）
は
強
行
伝
況
で
あ

h
u
z
 

て
い
る
権
限
を
定
款
ま
た
は
茎
事
会
の
決
誌
に
よ
っ
て
が
れ
W
J一
に
妥
ぷ
す
ゆ
き
と
は
法
完
荒
乾
ピ
汁
す
る
政
渓
で
あ
わ

市
凶
行
法
の

F
さ
は
庁
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
し
、
？
と
し
て

C
E
O
ヘ
の
改
称
に
反
対
「
る
う
山
凡
さ
あ
勺
し

ポレ凶日'I::'

こ
の
よ
う
な
議
論
の
内
存
か
ら
は
、

回
ハ
外
的
に
コ
マ
ペ
げ

〕
討
つ
一
み
ハ
い
こ
ノ
、

c

o
f
t－
J

l

：
 

ド
凶
九
町
村
法
！
の
栄
位
問
執
ノ
七
機
関
ト
ド
問
ト
ニ
今
従
来
の
制
支
設
計
の
矛
尼
子
］
品
げ
ん
て

盆
事
長
は
九
百
せ
の
唯

C
Cア
1
2
可
改
花
u
山
の
ん
京
社
件
J
L
お
い
て
は
、

一ゲ
ω

心
法
定
代
友
人
ζ

き
れ
て
い
と
n

会
社
代
表
の
／
七
品
は
り
刈
刈
一
的
に
は
業
務
執
行
で
あ
る

η
ら、

永
山
ド
リ
ゾ

木
来
、
会
村
山
代
表
に
る
豆
半
ず
民
主
主
務



"' 
執
行
の
惟
肢
を
守
す
る
は
ず
で
為
る
じ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
会
仕
伝

e
p

の
権
政
む
付
使
し
う
る
の

さ
れ
て
い
に
っ
こ
こ
で

-" 
訓 J

経
川
町
が
業
務
執
行
を
行
、
、
ノ
際
に
は
、
会
自
主
代
表
「
る
権
限
が
必
安
と
ん
d

る
場
面
が
仁
和
心
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
り
川
記
の
権
限
分
配
Jr前
提

と
「
札
ば
、
そ
の
場
ム
円
に
ば
芯
？
一
弔
円
討
の
吋
い
い
権
が
必
史
と
な
っ
亡
、
〕
ま
う
と
い

る

、
一
の
よ
、
つ
な
が
伎
ゎ
γ
、
回
流
す
る
た
め

本
来
会
寸
－
作
の
予
定
す
る
U

君
事
公

一川』

な
い
し
査
事
長
に
よ
る
任
攻
に
対
す
る
問
軒
町
一
実
効
性
が
低
、
ー
す
る
の
に
は
白
い
か

t
い
う
新
た
な
問
忍
；
hlv
バ
ー
と
る
。
も
っ
と
も
、

に
、
多
く
の
会
代
は
主
一
事
長
が
？
し
hw却
を
ル
ホ
粁
ず
る
卜
力
法
を
ほ
っ
て
い
る
が
＼

ノ

J
J
、

1
L
J
μ

？
IL 

－

t
c主、

一

1
V
－
1
－

c
c
h市
（
γ
ノ
い
に
の
ん
訂
引
J
以
内
、
止
で
、
会
祉
を
代
表
し
う
る
も
の
は
従
来
の
よ
《
に
直
下
長
ζ

限
九
ず
、
定
款
の
’
必
め
が
あ
れ
ば
粁
滞

J
U
d

会
利
ん
で
代
表

rJる
こ
〆
｝
か
で
き
る
と
さ
れ

一
宏
づ
こ
の
問
題
に
つ

ργ

は
’
止
の
解
消
が
日
明
刊
で
さ
る
こ
と
、
と
主
っ

T-
I」

し
か
し
、
益
事
会
と
の
現
係
に
お
レ
て
は
依
然
v
と
し
て
杓
怠
が
あ
ξ
〈
例
え
ば

け
本
の
を
じ
円
台
北
一
日
間
会
社
に
お
け
る
吠
／
什
役
の
場

台
、
日

J2日礼
J
U
州ベ

以
締
役
ー
ム
訂
の
決
一
誌
が
忘
れ
回
、
業
務
吠
行
の
決
定
を
劫
ハ
／
竹
川
況
に
委
任
ず
る
、
」
と
刊
ユ
ー
主
一
」
る
と
定

人
条
四
一
山
（
は
、

〉
一
一
、
〉
、

u
c
Lミ
カ

同
時
に
、
同
一
ほ
の
相
告
は
そ
の
木
A
K
Lハ
け
る
約
凶
を
明
刊
に
幽
し
と
い
る
J

日
目
〆
私
的
L

言
え
ば
、
次
（
り
よ
沿
っ
す
は

市
計
汀
ハ
の
決
定
は
収
総
役
会
の
い
い
惟
阪
と
さ
れ
ん
J

一
場
合
、

取
材
役
会
は
そ
の
決
定
予
一
対
日
わ
没
に
任
せ
る
こ
と
が
で
き
訟
い
株
式
該
波
制
限

会
社
に
お
け
る
株
式
譲
伎
の
本
誌
に
悶

F
る
決
定
（

一J哨
波
制
限
新

M2r

は
己
株
式
の
取
得
に
悶
「
る
市
中
頃
の
決
定

円引
L
惟
の
設
校

悶
「
る
決
定
へ
一
号
）
、
株

の
招
集
に
関
す
る
決
定
一
凶
号
一
、
川
村
、
？
総
A

、
だ
い
捉
出
寸
る
引
同
日
系
の
川
容
の

,1., 
u、
;±: 

、
い
説
業
及
川
♂
利
r
h
r
相
反
攻
引

（一ハ
u
h
－
－
攻
締
役
ム
バ
の
桁
品
川
入
は
特
定
の
一
河
川
締
役
に
一
t
q
場
介
の
Z

の
攻
締
役
の
折

乏
（
J
U
H
f
、
委
員
会
設
笠
公
吐
に
お
け
る
た
女
員
会
の
奈
良
心
遅
定
及
び
…
清
戦
（
八
口
店
、
は
む
伐
の
選
作
り
か
パ
J
U
別
行
廿
（
九
号
｝
、
長
け
れ

九
百
哉
書
会
社
乙
執
行
山
は
ま
た
は
校
総
役
こ
の
閣
の
訴
え
に
お
け
る
会
社
代
表
の
決
心
（
（
（
じ
号
－

代
表
執
行
役
川
J

選
定
及
バ
J

川
将
戦

号
、
、
役
員
な
と
り
会
判
引
に
対
L
q
J

る
沼
宝
口
胎
催
告
（
汗
の
免
除
（

」
三
、
会
社
の
と
号
汁
想
、
協
同
己
相
官
寸
類
、
味
付
計
算
斗
一
回
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一期（り
rhず切
心
中

一汁
d

一
、
剰
余
全
の
配
中
J
h関
す
る
事
項
の
決
定
（
凶
口
豆
、
事
業
り
一
紘
一
山
花
に
悶
「
る
契
約
内
JU
（
り
仇
定
（
一

η
号
J

、

合
併
契
約
の
門
討
の
決
定
二

減
収
分
割
契
約
の
内
容

新
設
分
割
」
刈
の
川
将
の
決
定

一

レ

し

u
h
L、

株
式
父
山
梨
契
約
の
内
’
人
口
の
決
定
で
I
九
号
）
、
株
式
移
軒
計
ヨ
心
内
科
の
決
定
〈
一
〆

u
u
h
d
）
、
で
あ
る

れ
に
汁
、
J

て
η
国ム
A
k
l
決
は

経岬ぺ
C
仁
使
で
き
る
格
限
に
つ
い
て
会
当
定
款
ま
た
は
京
事
会
の
花
片
況
に
よ
る
」
と
が
で
き
る
乙
し
て
い
る

、主土卜十日

f
Z
1
7
 

i''i 
条

tu
ハ
ソ
一
条
項

国
（
八
サ
）
子
、

M
M
山
佐
川
設
な
け
町
川
内
を
町
議
に
し
て
い
z叫
い
、

経
辺
を
ど

E
け
と
改
作
）
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
（
E
の
と
同
伴
J

の
怪
限
J

ゼ
有
す
る
も
の
ζ

ず
る
必
佼
は
実
際
上
存
rJ
る
と
あ
ろ
う

' 刀 Jド＇／スにお；十る拝 l用巾l見

が
、
権
限
の
拡
大
ピ
作
ハ
、
震
任
は
こ
う
日
る
か
、
そ
れ
に
刻

γ
る
昨
日
一
一
、
監
仰
が
つ
い
て
い
け
る
か
ど
う
か
、

科目
ihv

以
杓
心
甫
3

北
川
に
つ

な
が
る
単
刀
白
い
の
か
、
五
事
会
及
び
ι軍
事
長
／
）
の

か
に
い
コ
h
l

出
川
忠
も
考
h
V
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
ゼ

な
ら
、
杯
出
の
権
限
拡
大
（
史
士
一
決
せ
ば
金
雫
会
か
ら
の
権
限

の
け
叫
ム
八
）
は
、
徒
出
FW担
M
h
一
の
す
制
及
び
機
能
鋭
化
仏
大
訟
に

く
関
わ
る
も
の
℃
為
ち

コ
ー
ポ
レ
！
？
ガ
パ
ナ
ン
人
む
問
問
占
t

か
ら
は
汗
納
に
検
芯
さ
れ
る
べ
き
門
出
品
だ
か
ら
で
た
る
一

会
川
竹
ハ
ピ
以
｛
疋
代
表
人
は
董
事
長
と

止
り
川
の
会
社
記

－

o
c
－－J
C
会
社
伝
げ
は
一
什
ま
で
は
、

一糸口

本
会
｛
ハ

fi
、、下」

v

L

7

 

「（）やか

一
つ
つ
h
u
yぃi
心
F

日
比
に
上
っ
て
会
刊
刊
の
代
表
人
は
状
的
「
が
直
接
決
め
る
の
て
は
な
く
、
定
材
料v

白
い
に
妥
ね
た
が
果
、
ム
H

性一止を

代
表
し
つ
る
も
の
は
麦
事
長
に
段
、
り
ず
、
計
四
も
ん
訂
作
り
代
表
人
に
な
る
人
凡
が
悶
か
れ
た

経
理
に
代
夫
権
を
持
七
せ
る
一
、
と
は
従
末

の
よ
う
に
代
支
は
の
な
い
ま
ま
業
務
執
行
す
る
際
の
不
似
ケ
考
え
る
と
、
ど
ん
務
上
品
、
れ
ば
な
京
近
だ
と
6
1
3
H見じけ
f
u
可
院
で
あ
る
、
し
し
ゃ

ポレ

お
一
立
が
ん
4
M
U
U

い
と
以
引
を
す
る
孫
に
代
表
者
が
若
手
尽
な
の
か
経
却
な
の
か
を
容
易
に
知
る
一
段
げ
よ
め
る
か
ど
う

ソ

v
k
A
m

ベ
LJhvd
マJ
引
I
L

、

y
Jん
ポ

イ

ノ

凶日'I::'

か
と
い
う
間
認
が
渋
る
確
か
に
会
社
代
表
人
は
特
記
事
円
ノ

で
よ
め
り
、

士
三
般
大
衆
は
町
付
記
機
関
で
ム
ム
刊
の
符

戸
会
社
法

記
事
尽
の
説
先
を
出
南
ず
る
戸
」
乙
が
で
き
、
か
（
ワ
記
機
関
は
戸
一
の
巾
請
に
協
μ
J
1
）
な
け
れ
ば
な
ら
1
J
い
ζ

出
そ
に
さ
れ
て
い
る
が
（
公
吐
法

六
条
一
一
段
、
、
足
取
刊
行
川
止
は
校
記
事
司
J
V元
副
大
H
す
る
際
に
多
ノ
＼
の
制
限
か
お
り
、

f
続
き
も
幻
鮮
で
あ
る
と
一
J

わ
れ
ζ

い

万4
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こ
れ
と
関
連
し
て
、

（ム
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iL 
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者El- Iま
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」じ 丸一
度 ff
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羽｛

主まずお引っ
かる
" 下一

三L 、－,, ' 
F ' 

不な
ll)j っ
叫ず
' '・ 
あい
る当る
じゃ

7!' 
山

国／〉
ぶ
ペド？

法

同
条

唄
、
斗
一
い
条
一
項
）
、
白
〕
か
h

レ

'" 訓 J

は
吉
よ
い
一
て
が
制
四
一
の
格
阪
を
超
え
た
行
為
の
効
以
に
つ
い
て
荒
芝
、
J

て
た
ら
ず
、

判
切
に
お
い
て
も
規
一
的
見
解
は
見
ら
れ
な
L
が、

般
的
に
は
そ
れ
を
法
阜
市
下
ま
た
は
？
沖
坊
の
個
人
の
じ
為
こ
え
倣
さ
れ
、
対
ム
ム
什
関
係
に
お
い
て
年
対
こ
な
る
と
刑
す
る
拘
M
が
強
い
こ
一
－

U
れ
て
い
る
。

札
口
利
三
位
性
を
踏
ま
土
て
山
場
一
け
変
化
に
主
軟
に
汁
ゆ
で
き
る
よ
う
に

め
に
｛
元
款
｝
司
は
い
但
の
）
日
明
を
弘
十
八
し
、
半
、
の
原
と
し
て

経
常
者
の
権
限
士
会
社
法
に
払
る
巴
約
九
仔
株
主
で
は
な
く
定
款
の
白
rM
に
任
守
る
こ
ζ

は
非
常
に
重
山
引
な
意
義
を
持
つ
。
作
し
、
ふ

の
内
部
川
崎
パ
僚
に
と
ζ

ま
ら
仕
い
事
－
4
に
持
L
て
は
ほ
引
の
従
ふ
工
、
円
治
J
b
d
M
一
時
に
考
え
ら
れ
広
け
れ
ば
な
ら
ば
い
u

エ一

む
た
め
に
存
意
の
お
ふ
一
者
を
保
認
す
る
ル
ー
ル
の
係
？
リ
か
必
要
と
ぷ
／
J

て
く
る
（
お

ル
ー
ル
の
慎
一
？
リ
は
、
神
巾
一
サ
ヤ
七
の
ー
も
の

に
対
ず
る
深
夜
刀
閉
山
告
に
と
ど
「
子
じ
り
ず
、
ム
ぷ
川
刊
の
発
展
な
い
し
株
、
土
の
引
い
拾
の
I

丈
瓜
に
も
資
ず
る
仰
回
も
あ
る
こ
と
デ
↓
見
逃
し
亡
は
な

J

、、、

じ
た
L

つ
ま
り
、
会
付
は
IF一
じ
完
結
市
戎
L
は
戸
約
J

七
円
札
心
組
織
で
は
な
く
不
対
の
だ
外
的
と
活
動

立
通
し
て
利
詩
ピ
一
一

（取引～

げ
、
そ
れ
か
ι
林
i
r
D
P
し
て
い
ぐ
こ
と
が
子
山
記
さ
れ
る
社
団
出
入
て
の
J

て、

株
主
の
利
誌
の
実
一
抗
ば
同
市
終
的
に
u
h

会
社
の
取
↓
ジ
ァ
ト

依
拠
什
ざ
る
ピ
何
な
い
P

ー
む
通
じ
て
第
一
存
が
h

女
心
し
て
会
相
と
取
「
引
で
き
る
ル
i
ル
を
ぽ
！
げ
「
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果

と
v

て
ム
ド
ー
の
党
日
以
な
い

v
株
？
？
一
の
利
誌
玉
大
羽
ナ
る
こ
と
に
つ

k
が
る
の
で
あ
守

軒
目
！
と
主
唱
誌
の
、
転
任
に
つ
い
て

妄
評
会
勺
京
刊
誌
が
あ
れ
ば
、
よ
一
l

事
は
従
述
Jド
r
一葉山
U
F
J
る
こ
J
が
で
き
る

戸
会
社
法

一
育
条
）
ポ
臼
で
は

な
る
の

は
叫
川
呈
ζ
υ
君
事
長
の
v

h
打
廿
問
忍
で
あ
る
」

℃
は
、
実
務
界
ピ
お
い
て
経
河
ζ

輩
事
長
の
広
任
は
ど
れ
だ
け
あ
る
の
か
。

九
九
〕
可
六
月
）
一
九
九
九
年
五
月
の
刊
に
f
ぬ
し
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に
A

一
一
一
の
ム
バ
L

「’
V

い
い
川
象
と
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
制
査
に
よ
れ
ば
、
そ
の
中
、
川
若
心
兼
む
～
ご
し
て
い
る
ん

A
Fは
一
四
六
北
%
と
な
っ
一

て
い

ま
介
、

F
除
問

こ
り
の
り
ん
守
六
月
ま
で
の
九
日
七
の
上
場
会
お
の
う
ち
、
約
一
一
一
括
の
会
引
i

で
は
設
伴
い
て
し
る
こ
い

同
に
あ
る
が
、
依
快
J
1
〆
て
、
京
任
げ
か
キ
ノ
し
い
こ
〉
が
分
か
る
戸

大
多
数
の
会
寸
ー
は
主
一
事
長
こ
な
坊
の
一
ホ
粁
に
つ
い
て
行
定
的
な
話
反
を
↓
っ
て
い
る
も
払
う
で
あ
る
υ

上
海
託
ぷ
紋
引
所
が
卜
励
会
け

の
玄
事
、
除
手
、
経
攻
を
対
象
に
ー
ム
一
則
L
ぺ
上
場
会
対
ー
の
1

市
ポ
レ
ー
ト
・
刀
パ
サ
シ
ス
に
関
す
る
ア
／
L

ワ
ー
卜
調
査
に

ン
う
i
ト
な
受
け
ん
J

若
心
圧
倒
的
多
数
が
宗
ぺ
！
？
J

父
き
セ
は
日
ぃ
；
答
え
て
い

そ
の
う
っ
、
八
一
%
の
葦
ド
ペ

一
到
の
長
引

' 刀 Jド＇／スにお；十る拝 l用巾l見

事
、
ヘ
・
じ
%
の
経
注
は
兼
任
に
反
対
す
る
U

ハJ
者
の
間
↑
ど
も
日
I
ょ
う
は
一
弘
前
が
な
さ
れ
て
お
り
、
校
正
反
対
の
止
坊
が
大
勢
て
あ
る
。
軒
、
え
ば
、
主
市
＃
十
六
げ
J
－U
王
保
同
町
教
授
は
、

主
宰
長
と
粁
涯
の
非
保
に
よ
っ
ヂ

け
］
町
中
ヰ
ム
叩

ι弊
市
川
J
2
h
u
旬、

符
挫
の
午
ん
叩
に
均
し
、
主
卓
上
長
に
よ
る
？
一
山

、
」
れ
で
は
京
事
た
に
よ
る
経
秤
へ
の
宮
川
留
が
で
さ
J

げ
す
に
は
る
虎
ハ
ゲ
）
お
る
と
し
て
兼
勺
ー
に
長
く
以
汁
し
て
い
る
し
］9
 
%
 

ハ刀v
f
 

川
M
仇

何
者
そ
れ
ぞ
、
れ
の
幼
い
か
殴
昧
に
な
る
の

ま
七
、
査
事
長
「
経
理
心
兼
山
小
い
乞
栄
止
す
べ
き
と
の
意
見
ー
も
あ
る
そ
の
理
由
は
大
要
次
の
返
り
で
め
る
わ
を
も
を
も
ん
民
社
一
広
が
ム
バ
什

の
勺
い
｛
疋
代
去
人
一
主
主
事
長
と
限
定
L
た
二
と
は
、
結
果
的
に
は
中
ぶ
長
の
山
汁
悼
慌
を
助
長
す
る
と
と
に
つ
す
ぺ
が
り

h

れ
に
凶
行
制
強

ポレ

の
兼
れ
を
加
え
れ
ば
よ
り
一
以
こ
の
下
院
は
増
r

L

f
が
っ

C
羊
卓
三
が
代
支
人
と
さ
れ
ヒ
場
合
に
お
い
て
は
、

3
＼
 

い
け
な
L
V
こ
の
仙
川
、
権
力
的
利
行
宏
制
の
観
点
か
ら
ぶ
則
的
に
栽
伴
す
べ
き
で
は
な
い
，
u

児
や
、

と
V

J

て
設
伴
に
呉
を
出
叶
え
る
志
H

凡
な
と
も
兇
ー
つ
れ
る
仁

川千

E
t
J
4
転
手
し
C
土

f
J
；
！

1

（
 

内
部
者
支
配
げ
や
／
A

じ
る
点
が
あ
る

凶日'I::'

竹
田
ム
ム
け
渋
一
ム
l

山、

茎
事
長
〆
」
一
尚
4
d
の
会
什
刊
に
お
け
る
守
れ
ぞ
れ
の
役
割
が
比
較
的
明
確
に
胤
だ
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
益
事
長
は

経
μ
岩
戸
山
町
仙
伏
ん
ほ
機
関
た
る
玄
事
会
に
お
い
て
ι
塁
手
八
十
円
買
の
逃
斗
数
を
も
っ
て
選
任
手
、
れ
、
京
事
会
の
メ
〆
パ
ー
〉
7
v
て
会
社

辺
決
定
に
す
ノ
与
で
き
る
も
の
で
、
し
か
も
池
の
董
事
、
／
一
流
い
、
品
卓
会
の
M
U
集
権
乙
そ

の
可
会
保
も
有
し

さ
ら
に
主
事
会
決 ア



"' 
誌
の
実
日
砲
を
庶
民
4
す
る
怪
肢
が
」
持
つ
一
も
の
と
手
れ
て
い
る

一
lhJ
、
経
刊
は
意
事
公
に
上
っ
て
任

（会
ι
ド
法

（〉
h

栄
一
段
、

.rci 

み
さ
れ
、
若
山
お
よ
百
九
巧
し
て
日
任
討
も
つ

ci一
主
人
口
の
決
議
及
び

t
の
他
の
…
尤
務
執
行
町
長
施
す
べ
き
ょ
の
L
Y

さ
れ
て
い
る

z
u
l十
去

：
ρ
1
2
 

-" 
訓 J

阿
条
一
明
、
、

ふ
名
設
け
ら
れ
な
け
れ
ば
仕

草1

斗
ハ
条
一
頃
て
ま
た
、
株
式
会

f
に
ιお
い
て
は
萱
同
υ長、

コ、
l
A

、

1
t
L
 「
ム
六
司
法

、｛
b
h
f

一
川
つ

刊
条
一
川
（
）
。
こ
れ
つ
九
百
吐
法
の
惣
乏
し
に
葦
事
長
yu
任
攻
の
役
訟
の
栴
連
中
一
前
民
f
L
V
公
灯

を
i
人
質
的
に
考
え
る
と
、
こ
れ
は
、
窓
口
決
定
を
」
1
J

る
側
こ
そ
の
実
地
を
行
う
側
か
γ
可

の
で
あ
る
と
川
時
に
、
怯
刊
以
行
間

r

批

削

除
u

庁
間
ζ

り
は

化
で
も
あ
γ
Q

と
い
う
述
併
が
で
き
よ
う
n

則
蓄
の
意
志
氏
4
止
の
側
而
に
湾
し
て
は
紙
芝
の
意
志
決
d

足
、
～
に
す
る
側
？

そ
れ
を
だ
け
抽
す
会
側
の
古
川
心
疎
通
に
役
fJU
弘、

2
m
D効
fv
？
が
古
可
ま
る
と
い
う
一
利
l

か
期
待
さ
’
れ
る
の
に
U
刊
し
、
後
者
心
叫
世
間
は
h
？聞に

間
消
）
て
は
輩
事
長
広
い
し
車
事
会

い
し
形
骸
化
に
つ
は
か
る
「
害
L

h

r
吃
恨
さ
れ
る
、
ア
乙
J

U
る。

よい
J

つ
1
f

一4iu

亙
平
長
か
粁
駐
日
乞
主
任
L
9
る
よ
う
な
こ

2
は
中
判
特
有
の
現
象
で
は
な
い
c

取
締
役
が
役
円
以

ア
メ
リ
カ
で
は

（（一
7
2
コE
z
c
n
ロ
c
E一
）
が
仁

E
O
と
し
亡

t
y

の
地
い
を
萩
川
イ
ー
す
る
こ
と
は
差
支
え
な
く
、
ま
た
、
取
締
役
会
議
民

e
J
の
凶
作
に

i
つ
の
が
ぜ
混
で
み
る
わ
山
本
で
も
、
安
民
会
設
置
会
川
刊
に
沿
い
こ
、
取
締
役
公
を
組
織
「
る
取
締
役
は
、
引
司
ノ
引
役
ピ
特
性

ね
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
、

し
か
も
、
を
の
人
数
に
制
限
が
訟
い

一
日
本
会
社
民
凶

C
二
条
f

ハ司、
t
h
の
上
う
に
取
締
役
「

判
日
行
役
心
p
h

札
ド
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
い
の
は
、
執
行
役
心
祁
を
取
締
役
会
心
構
成
員
と
す
る
こ
と
に
よ
け
、
取
締
役
2
執
行
役
心
コ

川）

ミ
工

7
ケ
ン
プ
／
の
円
消
化
を
阿
り
、
以
締
役
会
の
じ
れ
日
機
阪
の
実
効
性
J
V」
門
川
め
る
こ
J

を
企
図
、
ど
か
ら
だ
と
恥
明
さ
れ
ゐ
c

、｝

タ

の

一
、一
（立
f( 
く弓
アに

執 J了
おお
と：i-
陛？る
を執
を ~T
h、 i:Z
鮮市ij
さ；込
せは
~o 
ザ＼

-e-..Ji' 
く j'f:
' " ノ γ
ん 一メ' 」而

もめ
ρ〕る

吋t ~ 
F乞コ
待占
るioで

厳
格
に
宗
総
執
行
と
そ
れ
に
一
付
す
る
庶
督
の
へ
刀
一
般
乞
山
一

ー
コ
戸
つ
点
I

」、

1

7

7

一

一

一

三
心
守
主
に
諸
外
M
門
に
お
い
て
も
以
下
給
役
会
心
ぷ
員
乙
楽
め
執
し
を
じ
う
苗
の
ぷ
任
が
誌
は
め
ら
れ
亡
い
る
」
、
こ
か
ら
ボ
漫
さ
れ
る
の

l主

般
論
／
7
Lて
、
重
点
下
長
。
〈
経
珪
の
先
行
江
は
L
q
J

ペ
き
川
J

小「刀／）

Y
？
ふ
り
J
U

、
よ
じ
し
ろ
い
か
に
栽
日
心
利
円
、
を
ヨ
か

L
K
？」つ、
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兼
任
に
よ
る
弊
ぶ
［
手
L

凶
遊
ナ
る
か
と
い
う
制
点
を
枚
J
N
い
た
ほ
う
が
よ
り
A
J
産
的
で
ゐ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
っ

つ
ま
り
、
ー
主
事

会
！
と
の
烹
県
以
通
ピ
よ
勺
管
坪
の
効
堤
ハ
、
民
営
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
、
蓑
一
山
一
一
交
が
必
即
ユ
ザ
」
、
永
汗
す
る
必
川
十
一
同
門
pf
踏

1
えっ一つ、

他
方
で
設
甘
ん
ι
認
め
た
場
止
の
業
務
w
t
m

骨
惚
悶
た
る
茎
十
弔
九
立
の
犯
J
L
叶
が
致
相
さ
れ
る
店
、
！
と
に
一
入
る
阿
佐
肝
心
H
機
長
の
れ
F
の
！
兵
を
氾
服
す

ヲ
一
こ
を
検
討
ず
子
J
d

乙
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
梶
キ
込
山
ず
J
る
三
の
の
コ
の
ト
空
宇
「
い
て
は
、
せ
外
収
拾
い
伐
制
皮
の
活
川
が
A
J

え

ら
れ
る
っ
実
際
に
、

F

メ

J
カ
に
は
、
先
に
述
、
た
で
フ
に
乗
れ
い
；
か
川
悼
す
J

に
あ
る
方
で
、

社
列
取
締
役
が
れ
約
役
会
の
尚
一
主
？
数
を
山

吐、
•I 

、、

一1
i
コ
7
1
ク
副
ぷ
限
引
Jh
（

7
h
A町
出
問
）

z
f
I
：ヘ

f
’
之
、
必
1
川
μ
f
i

叫
引
外
取
約
役
山
吋
川
没
は
品
目
、
制
さ
れ
て
い
な
い
が

' 刀 Jド＇／スにお；十る拝 l用巾l見

ーんム
η
六
九
川
以
米
、
知
市
pihM

刀
打
h
ノ
取
締
役
JY旧
民
任
「
｝
白
こ
と
を
要
求
し
、

以
降
は
、
独
立
の
取
締
役
り
？
？
ら
構
成
さ
れ
る
監
査
委
弓
会
の
設
怖
を
市
民
求
一
G
J

る
よ
う
に
な
っ
た
U

こ
れ
ら
の
万
策
に
よ
て
く
取
締

場
規
則
♂
一
ハ
ノ
」

ψ
C
C
）
は

トぃート〕パ、、一
l
i
z
、、寸
d

一、ノーー

j
f
ノ
ー
’
一
／
｜

内
日
会
の
独
山
性
な
い
し
忌
北
H
の
実
効
性
白
川
河
一
ら
れ
と
い
る
η

！？立
小
,, 
'-、

日
木
に
お
い
て
も
、
会
己
主
主
克
也
会
日
引
で
は
、

γ
メ

j
o
p
」
卸
品
、

】

J
｝

ノ

t
l
L

取
締
役
会

ιι一
加
企
、
部
削
、
指
名
と
い
う
一
税
心
一
去
員
会
の
設
問
か
史
求
3
れ
、
歪
同
R
A
－－PA
）
組
織
す
る
取
締
役
の
法
下
数
以
社
外
取
締

ポレ

9
 
山川

P
ベゾ

げ
ぶ
の
を
外
ぷ
締
役
に
類
似
寸
ノ
る
制
茂
之
ケ
J

て
M
L
げ
昌
三
い
中
制
茂
が
存
す
る
、
、
J

しm
J
J
、

nvη、J

の
泣
1
V
歪
字
削
ほ
は
ま
ど
核
宗
段
階
に
ー
あ
り
、
九
払
y

げ
性
に
問
山
が
あ
る
と
い
う
桁
摘
も
あ
る
じ
と
い
う
の
J
E
、
多
く
の
上
場
ム
が
い
さ
は
、
日
山v

f
 

＼
 

川
M
仇

ぺlc 
1え
日

仁

L、

一
、
刊
本
会
H
円
必
川
い
へ
い
っ
条
ニ
填
）
コ
さ
ら
に
議
官
一
安
門
戸
ム
は
、
ん
安
只
会
設
育
会
内
J
U
L
く
は
〆

C
L
J会
仕
心
一
廿

行
役
も
し
く
は
業
務
執
／
れ
取
締
な
ま
ん
J

一
は
委
討
会
設
置
会
社
の
了
会
社
、
り
会
川
春
」
J

も
し
く
は
I
J～
記
入
そ
心
似
の
使
用
人
を
旅
ね
ノ
ヲ
｝

と
が
ポ
き
な
い
じ
〆
さ
れ
（
同
凶
ル
ハ
〉
、
絞
雪
心
実
効
七
碓
似
の
一
た
め
の
配
販
が
注
さ
れ
て
い
る
つ

汁
国
に
お
し
C
J
U

、

1
f
A
むし比一川以
J

て
、
ニ

凶日'I::'

独
立
詰
事
日
小
採
h

人
れ
ら
れ
た
の
は
益
事
会
の
砂
リ
性
の
保
障
を
意
凶

1〕
た
か
り
こ

U
2
5
2
1色
、
独
り
輩
事
と
な
る
請
の
知
れ
士
入
、

吋
会
地
μし

vhぺ
こ
を
利
目
し
て
九
百
J

せ
の
苅
包
皮
を
高
の
よ
う
い
）
ず
み
叫
ι与
え
に
玄
づ
い
訂
正
一
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
て
つ
な
泣
日
中
事
の
公

む
に
お
け
る
影
響
力
が
非
1

州
市
に
限
hJ
れ
つ
、
い
る
と

り
上



"' 
ま
ー
に
、
古
事
会
山
つ
い
て
は
、
恥
松
一
門
核
問
1
／
し
て
の
狼
kv
件
以
訴
の
問
題
も
ふ
る
L

即
ち
、
メ
も
ユ
も
童
市
中
会
が
業
務
執
行
の
w
監
督

機
関
乙
〕
て
一
境
問
に
認
知
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
す
古
問
思
で
あ
る
じ
主
計
五
は
だ

2c任
命
・
解
汗
す
る
祥
院
を
古
川
コ
機
関
だ
か
ら
、
山6

 
3
 

3
 
6
 

界内
、、J
 

札
附

-" 
訓 J

経
仰
の
去
一
人
務
執
行
ピ
一
付
ず
る
V
L
背
抗
慨
を
p

七
す
る
は

rで
あ
る
け
に
、
J
h：
二

位
軒
以
け
が
河
，
去
ノ
民
、

甲
凶
で
は
、
芝
山
市
ム
ナ
乞
析
は
の
t

古
川
思
決
定
機
関
と

L
C
の

山時川口！件以
E
機
関
で
も
あ
る
乙
い
う
認
識
が
必
「
ー

γよ
分
、
｝
は
い

f
f
I
い
。
引
え
て
、
九
百
社
汁
広
三
は
、
黄

の
い
み
加
を
ぽ
督
す
る
v

と
を
昔
事
会
と
は
な
〈
、
有
事
ド
れ
の
執
務
、
ニ

L
て
い
る

ヘ三

i
j、

一PA
P
A
I
V宇

hy♂

f
〉
弘
h

A

月ハ
J）

υ

こ
の
F

でつ』ゴ

状
山
山
り

τ
で
は
輩
主
じ
品
乙
抑
制
河
の
、
米
汗
は
、
ヨ
己
肢
は
E
そ
の
も
の
を
意
味

γ
る
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
故
事
会
吋
i
A

外
の
也
心
陪
腎
絞
時

と
L
T
、
Lufdu機
当
の
外
部
に
位
指
す
Q
際
市
下
会
も
あ
る
か
、
民
事
会
ば
刻
度
上
及
び
注
射
ー
の
問
極
心
V
7手
く
抱
え
て
お
り
、
期
日
さ

れ
に
V
H
1併
救
出
ぶ
か
ら
は
見
「
一
だ

ハ
ト
、
と
η
八
百
川
待
通
り
に
機
能
L
て
い
止
と

L
て
も
、
む
肝
心
日
終
河
内
却
に
ふ
る
開
弘
首
乙
そ
り
相
外
部

↓二〉

は
そ
れ
そ
れ
昼
（
J
J
る
円
以
内
γ
と
が
U
巾
か
丸
山
れ
約
二

し

η
も
、
多
く
の
巾
レ
」
の

一
引
弔
公
社

ιお
い
て
片
山
、

互
い
に
白
川
市
に
代
幹
で
き
る
も
の
で
は
仕
司
C

一
白
｝

出
家
持
が
粍
対
む
・
作
対
的
支
昨
山
地
伎
を
訂

ut、
同
）
翠
梓
悼
の
引
税
代
去
と
し
ど
り
主

E
V長
が
経
涯
を
主
午j
す

；トL
::t 

一
般
株
心
利
日
仰
が
害
さ
れ
る
虞
も
お
る
v

独
立
直
事
制
皮
心
中
六
対
的
運
い
R
が
与
さ
れ
れ
ば
ま
だ
し
も
、

同
制
度
立
い
し
壱
事
会
制
度
に
問
ず
る
げ
法
及
び
運
廿
い
が
と
も
に
一
九
一
仏

の
下
ポ
は
、
軍
事
一
万
九
工
る
’
佐
川
町
内
一
兼
れ
に
よ
る
併
さ
を
同
巡
す
る
こ
と
は
岡
難
で
あ
る
と
い
わ
ぎ
る
を
科
な
い
し
ー
た
が
三
、
、
現

段
階
の
中
同
で
は
、
こ
の
｝
o
h吋
F

な
兼
仔
な
容
認
す
べ
き
明
、
は
な
く
、

R
L判
門
の
実
効
性
を
い
か
に
確
保
↓
る
か
の
牧
d
L
L
花
行
J

て
、
、
北

任
の
是
非

Jrヘ
耐
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
r

立
一
一
事
・
怪
刊
ぺ
の
品
特
、
町
内
意
義
務
の
問
忍

荒
川
省
円
、
辻
告
義
務
は
行
為
有
心
具
体
的
な
注
意
詑

ηに
関
係
な
ノ
＼

総
に
、
行
為
お
の
M
叫
す
る
戦
L

士
官
宗
、
什
九
一
目
的
九
四
位
に
応
じ
た
通
常

ζ

い
る
程
浅
の
州
象
的
・

一
般
的
義
務
2
解
さ
れ
て
い
る
。

L
ー
た
が
っ
て
、
取
約
伐
の
菩
日
件
、
パ
意
義
務
は
、
取
締
役
小
僻
別



に
持
っ
て
い
る
脱
力
や
け
忍
力
と
は
関
係
K
J＼

設
締
役
心
地
幻
ト
に
あ
る
も
の
に
通
需
要
求
さ
れ
て
い
る
程
ぽ
の
出
怠
を
持
っ
て
職
務

を
同
同
行
す
る
義
務
を
会
J

ペ
ー
に
什
円
以
て
A
H
Y
－－」：

」

の
決
律
関
係
に
占
一
世
ず
る
け
に
兆
？
大
法
上
の

h
託
関
係
恥
、
大
降
法
上
の
妥
任
関
係
説
の
L
ず
れ
を

／
）
勺
て
馬
、
以
下
給
役
な
ど
の
九
百
社
に
対
ず
る
、
引
意
義
務
が
要
ぶ
さ
れ
る
縞
識
に
お
い
て
は
同
誌
と
あ
る
υ

諸
外
凶
に
お
け
る
法
制
別
居
す
門
冗
る
1

一、

ま
ず
、

ア
メ
ノ
ιり
で
は
政
利
役
が
会
社
に
対
ー
て
げ
リ
ム
E
E

リ
互
訪
斡
（
ロ
ニ
ミ
3
門

p
d

へ
宅
）
を
岱
円
、
っ
こ

' 刀 Jド＇／スにお；十る拝 l用巾l見

r一
は
も
ち
ろ
ん
、
役
ハ
持
ベ
J

も
、
実
質
i
取
締
役
と
同
時
～
リ
ホ
立
刊
を
会
社
に
対
し
て
負
う
こ
と
に
は
い
り
、
F

取？
h
f
w
r位
knr司
令
ハ
片
山
湾
人
で

も
、
代
巡
行
局
に
当
日
ー
す
る
九
て
心
事
一
日
に
お
け
て
最
低
限
の
注
意
義
務
を
も
っ
て
判
断
）
日
つ
適
止
行
ぬ
を
な
「
五
務
や
色
、
っ
。

円
本
で
は
取
れ
的
役
、
執
行
役
仕
〈
／
）
A

山
口
日
引
の
潟
係
に
持
し
亡
妥
任
説
を
〉
〕
っ
て
い
る

日
本
会
社
法
；
。
条
、
凶
（
｛
ノ

そ
し
て
、

笠
原
）
た
止
、
会
社
に
対
し
て
草
川
良
な
る
サ
在
者
の
注
十
日
を
も
っ
て
吾
守
宇
務
ケ
処
坪
FJ
る
義
務
を
台
、
ぅ
、
」
と
に
な
る
へ
日
本
民
法

六市一
m川
条
1
4あるだ一
ζ
？
〈
民
連
し
亡
、
会
社
の
た
叱

ι忠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
「
る
義
務
一
ぃ
、
実
義
務
）
を
負
う
（
日
本
会
μ
引
法

山
川
義
務
の
関
係
に
つ
い
て

川
心
宝
ん
義
務
は

羊
r
雪
υ
ー
｛
な
立
ι勺
立
教
灯
し

－h条
出
一
九
条

立1

立
つ
今
回
レ
引
確
に

L
た
も

の
て
あ
っ
て
通
ん
刊
の
安
任
関
係
に
伴
う
主
下
容
－

r
意
義
務
と
は
別
個
の
両
度
な
誌
は
M
J
T
規
定
し
た
も
の
立
は
な
い
と
い
う
肉
質
説
と
、
主
下

管
佳
作
品
義
務
と
は
、
ポ
ア
均
的
な
取
締
役
勺
也
μ庁
長
求
さ
れ
る
住
町
、
の
合
理
的
h
b
け
立
を
い
川
、
く
す
べ
き
こ
1
／
十
い
よ
ー
の
に
れ
し
亡
、
忠
実

の
地
位
宇
一
利
い
」
J
Z
ンγ
の
刊
以
宇
一
昨
帆
川
引
に
J

て
rH
，
の
個
人
的
引
長
吉
凶
つ
亡
は
い
け
な
い
h

と
な
レ
レ
、
同

一辺
J

機
脱
す
る
い
月
刊
も
異
な
る
と
い
う
昼
之
官
〔
説
と
い
分
か
れ
て
い
る
、

ポレ

ヌ
は
性
質
が
目
、
な
り
、

凶日'I::'

h

ア
れ
に
対
3

〆て、

法
山
了
界
で
は
、

経
却
な
と
と
ム
ム
叶
こ
の
川
同
一
一
怖
を
明
確
に

F
る
胤
え
が
な
く
、

ん
引
け
で
は
、
会
社
去
に
は
、
董
事
、

f込従
を来
と f(
る法
華c}J ,,, 
き i；ミ
もと
k ら
らオL
,,, ーと

る~＂ L、

か
、／ 長
近
、

巾
M
山
の
ハ
打
い
刊
ぺ
判
制
立
は
ム
4
叶
一
・
蓋
事
閣
の
関
係
の
字
、
廷
に
ふ
い
わ
な
い
と
い
う
汗
山
三
、
平
常
円
引

民
法
に
は
委
任
｛
山
河
ず
る
川
祝
日
し
が
は
っ

。
心
育
庁
会
祉
法
改
rー
ま
で
は
、
会
祉
法
は

:1:,)(}(lt'?i日 ＇｝ Z/'1 {',9 :z〔'JG'9 J 
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主
事
、
沢
市
民
一
な
E
O人
山

f
に
U

れ
す
る
一
般
的
義
必
と
し
て
、
ザ
ギ
ポ
、
絞
週
、

忠
実
に
職
務
を
履
行
し
、

監
事
は
ん
I
zド
（
り
定
款
ー
ピ
道
九
し
、

会
社
の
利
衿
乞
峨
保
L
古
け
れ
ば
な
、
コ
ず
、
会
引
に
わ
ι
げ
る
地
ハ
刊
日
比
ひ
権
限
JT利
用
に

日

J) 
占－

y, 

の
干ij
" f 
を
凶
J：》

L 

l立
。、

『三、

、

日えよ王子） 56 !.3ワi3!＇円三 ouc9 

-" 
訓 J

と
ん
」
め
て
し
た

一
一
条
一
前
九
）
c

こ
れ
は
忠
実
，
義
務
J

十
三
疋
め
て
い
る

t
tノ
に
見
え
る
が
、
需
品
け
ロ
パ
什

二
C
C
百
年
改
正
f

刊
の
ム

F
l法

主
義
務
の
ふ
に
に
つ
い
て
は
段
昧
で
あ
3

ん
τ
さ
二
、
、
台
管
注
意
義
務
に
閑

T
q立
法
が
日
μ
一
号
に
仁
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ζ

い

λ

三
長
い
か
仕
さ
れ
る
に
ム
ム
一
っ
た
っ
そ
の
具
体
的
な
干
張
阿
存
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
ο

。
会
社
と
昔
事
ど
の
妥
仔
関
係
を
確
斗

L
、
ニ

れ
を
善
管
汁
意
義
務
の
桜
拠
ζ
T
G
u

③
主
主
干
心
統
的
状
能
、
を
審
ム
判
ず
る
基
準
を
碓
｛
た
ふ
り
2

る
。
命
日
出
管
、
口
定
義
務
に
迂
反
し
た
ぬ
令

の
責
什
ー
を
川
町
確
に
す
る
u

必
詐
管
冷
意
義
務
に
壱
民
し
ー
に
場
合
、
責
汗
を
、
担
投
ず
る
王
什
ゆ
が
｝
沖
地
止
す
る
、

ζ

こ
の
よ
う
日
事
恰
を
踏
ま
、
ス
て
一
心
。
十
九
九
心
会
打
法
改
止
は
前
、
J
し
た
川
会
引
法

h
h
沢
一
4
を
改
め
て
、
宝
ボ
ア
、
は
引
当
日
ど

ヘ
ノ
ふ
↓
、
！
↑
L
P
」
↓
吋
i
d

」
ヌ
ツ
7「ん
V

5
／

z
h
f
t
z
－， 

般
り
幻
義
あ
と
し
て
、
葦
宇
、
ユ
記
事
及
び
高
級
科
！
挫
折
は
法
律
、
行
ば
法
規
及
び
た
判
定
款
吉
道
？
し
、
会
日
引
に

対
し
て
店
主
義
務
と
劫
勉
414あ
を
負
担
つ
一
と
定
め
た
（
会
社
法
一
河
八
条
一
頃

τ
こ
の
よ
う
に
二

C
C
fぃ
守
会
引
法
ぽ
、
よ
り
明
体

な
形
で
山
知
実
義
務
を
ど
め

と
い
う
ホ
た
な
義
務
中
治
加
し
た

そ
れ
と
同
時
に
、

記
級
に
か
ゴ
理
者
と
い
う
阪
念
を
叫
ョ

古川刈

n
t
h完
欠
J
り

主主パ古可
j
d
T

入
し
、
こ
れ
に
レ
I
P
J
る
者
け
じ
径
四
時
、
問
料
理
、
財
務
責
任
者
、
中
ぶ
九
九
秘
書
世
ひ
会
社
定
款
に
定
め
に
’
て
の
似
の
高
で
お
る

Z
A性
伝

一
二
七
条
号

か
ら
、
こ
れ
つ
の
義
務
を
負
担
つ
去
の
範
阿
も
拡
大
し
と
い
る
v

、』

l土

川
凹
会
計
l

法

四
八
名
、
頃
い
お
け
る

「
勤
凱
義
務
」

と
は
、

ふ
体
何
ー
ゴ
の
3
F

h
h
」戸、、

川
同
で
の
こ
の
J
f
Mに
閉
す
る

い
く
つ
か
の
説
明
を
組
介
「
る

〔コ

と
呼
ば
れ
、
♂
え
だ
有
は
合
連
的
九
也
、
引
立
を
尽
く
す
ノ
ベ
き
，
恋
務
を
い

勤
勉
義
務
と
は
、
会
司
法
司
市
l
一
）
般
的
に

品
。
「
ハ
い
汗
的
な
、
引
意
」
／
一
い
う
の
は
そ
の
お
の
計
段
、
知
誠
、
会
社
の
性
質
及
び
ム
ム
叫
1
4

に
款
な
ど
の
規
定
に
草
川
づ
い
た
却
の
、

へ一小

辺
性

R
つ
慎
重
「
仙
人
一
が
司
時
H
d
状
況
に
お
け
て
行
動
す
る
時
」
バ
像
以
、
引
山
民
会
指

γU



会－

rの
麦
事
、
部
れ
川
同
一
及
び
門
て
の
似
の
高
級
梓
川
町
名
と
ん
ム
u

ト
い
と
の
悶
係
は
信
誠
二
基
つ
い
ヒ

経
の
委
任
問
係
で
あ
る
つ
｛
J

た

が
ワ
て
、
」
れ
つ

は主一
m
u
u
J
A
以
の
げ
は
一
誌
に
共
一
づ
き
、
会
刊
の
最
高
の
利
治
か
ら
出
九
九
し
、
設
ト
へ
の
努
ん
を
パ
、

く
J

て
遇
任
の
ん
口
一
己
点
目
立
の
ム
制
す
べ
き
世
一
前
を
も
っ
て
格
付
管
担
行
為
を
行

、

Q) 

述
調
的
に
は

童
事
、

の
他
の
高
殺
管
域
高
は
ん
民
社
に
L
甘
口
伝
灯
台
義
務
え
コ
パ
え
が
、
配
人
一
、

ん
じ
年
a

慎
重
山
人
が

百
円
寸
パ
ハ

η
ノト士八口州、ご、
D

、

1
1
3
j
y
f
v
j
i
d
 

ぺ
き
他
山
首
ヱ
、
動
的
及
び
ね
誌
を
も
っ
て
椛
山
花
を
版
f

打
し
な
け
れ
ば

k
hな
い
：
戸
ア
川
町
）
新
L

' 刀 Jド＇／スにお；十る拝 l用巾l見

い
ム
ム
判
決
に
規
定
汽
れ
た
一
勤
勉
義
務
」
は
害
缶
、
注
日
誌
誌
の
重
安
な

r
k
m
 

行
に
対
す
る
υr品
本
的
な
要
求
ザ
あ
る
。

制
問
削
て
あ
打
、
主
主
ナ
、
早
川
字
、
高
級
管
刈
宥
の
後
務
穏

こ
の
よ
う
に
、
一
段
的
義
務
ー
に
潟
す
る
説
明
は
記
ず
し
も
一
棟
で
は
な
ソ
小
、
汗
缶
、
注
定
義
誌
を
取
〈
窓
↓
恥
し
て
川
尻
J

止
さ
れ
ト
も

の
ー
に
と
見
る
こ
J
が
で
き
よ
う
r

こ
の
よ
う
な
義
務
を
明
f

え
で
規
定
す
る
こ
と
は
董
宇
、
山
性
坪
な
ど
の
白
党
古
川
正
1
、
役
九
八
d

J

l

ポ

レ
11n
－
ガ
パ
ナ

J
ス
の
%
現
に

h
，hM
で
去
る
（
た
一
人
、
子
、
一
戸
川
点
、
か
な
お
存
ず
る
し
部
ち
、
南
宇
、
川
村
舛
な
ど
の
九
百
社
に
対
1
J
J
G
義
務
一

は
こ
れ
ら
の
醤
レ
〈
会
怜
と
の
は
沖
仲
間
rpに
拠
る
が
、
こ
の
関
係
主
依
然
と
し
て
陵
詠
に
し
た
ま
ま
義
務
主
ー
ど
め
る
こ
と
は
坪
説
的
に
一
弘

り
が
存
ー
す
る
と
は
い
え
な
い
か
を
も
を
も
、
主
事
、
将
珂
な
F
と
九
九
社
と
の
必
作
同
係
は
、
会
社
機
関
心
運
営
主
規
律
す
る
際
の
基

院
と
な
る
の
人
た
ら
す
、
主
事
、
一
件
坦
な
ど
の
責
任
わ
追
及
す
る
ぶ
の
法
伊
根
拠
川
、
も
な
る
c

こ
の
こ
1
／
か
ら
、
芝
山
下
、
経
理
な
ど
L
Y

ポレ

会
と
と
の
法
律
関
係
j

之
明
ら
か
に
す
る
こ
と
い
引
勤
品
川
パ
表
訴
そ
の
仙
の
問
題
J

乞
一
枚
持
す
る
別
仰
の
児
寸
前
的
言
掃
と
、
ぷ
L
必
要
と
考
え
ら
れ
る

y
J
 

か
ら
で
め
る
c

凶日'I::'

四）

t
u
t
コ
ド
伝
「
｝
コ
、
こ

の長
γ
v
j
η
4
1

乱
f

：
L
V

合
量
的
江
市
邦
体
制
は
、
径
耳
石
の
イ
／
七
ン
一
一
ノ
ィ
プ
）
な
る
と
r
一4
に、

K

J

J

じ

ラ

L
1
4
v

の
』
川
市
内
什
？
？
山
川
ー
さ
せ
る
戸
」
ζ

に
つ
な

が
り
、
伝
終
的
に
は
株
主
の
河
川
付
に
つ
な
が
る
U

万一
J

え
U
A
叶
約
九
店
川
同
州
体
制
を
備
え
な
い
場
合
は
、
新
営
者
心
経
片
付
六
日
以
が
ほ

τ
し

:1:,)(}(lt'?i日 ＇｝ 21''1' "'' :z〔'JG'9 J 



"' 
さ
つ
に
「

hdT夜
り

コ
ー
ポ

ν
i
ト
カ
パ
サ
ン
ス
（
り
日
的
J

ピ
「
株
主
制

の
杭
パ
主
口
が
い
れ
こ
れ
r

、
株
ム
下
の
利
γ
耐
げ
か
害
さ
れ
い
か
ね
な
い
v

-" 
訓 J

るお日1ili
じっ
H 

b支

丈, , 

）ν 

り
え

Jl吉
／み
は

の
い人

ノ

ζ会

主
品
口

五；！

行
ノ

イ
ン

ン
ア

イ

中
民
会
司
法
上
、
主
一
右
手
、
戸
川
事
の
市
部
は
株
＋
品
川
会
の
仇
（
心
事
項
r
Zぐ
れ
、
何
日
町
在
の
報
配
式
決
山
り
る
の
は
責
主
会
の
権
限
ζ

さ
れ
て

る

（
ム
ム
け
渋
ハ
ロ
条
、
一
八
条
一
項

（
｛
人
ハ
ソ
一
青
年
の
会
代
作
改
正
ρ
＼

り

。
九
条
阿
店
、

凶
J
d
b
h
究
明
大
日
勺
）
J

さ
ら
に
、

戸、九I
乙
持
述
一
α
る
条
文
が
新
た
げ
い
設
け
ら
れ
、

ネ
一
れ
に
よ
れ
ば
、
会
引
は
定
町
則
的
に
株
主
に
川
刊
し
と
主
事
、

医

事
勾
引

4
ハを
β
什
れ
）

高
級
符
道
者
け
報
酬
問
状
討
を
洞
似
し
人
位
行
れ
ば
な
ら
店
、
こ
ち
れ
戸
～

三
日
引
法

〕
朱
仁
平
）
ハ

ま
7、

中
間
託
児
札
口
が

（
｛
ノ
心
年
？
己
パ
に
公
ル
却
し
に

上
場
会
社

7
i
ド
レ

i
l
令
ガ
パ

7
ン
ス
原
則
」
中
川
出
－
－

上
市
公

司
ム
い
川
出
品
開
刻
一
、

L
f－一レ
h

つ）

に
よ
れ
ば
、
よ
場
合
引
は
人
材
を
引
き
付
け
、

山V
レ
」
一
」
散
会
ペ
〉
ウ

年
］
号
令
、

lg 

の
安
定
古
川
ふ
つ
に
は
紅
在
の
報
酬
と
た
判
の
込
条
件
来
総
出
土
、
は
恒
人
の
業
治
、
こ
を
払
ん
は
す
る
と
十
い
二
つ
ノ
ン
ヒ
ン
（
づ
／
フ
の
メ
刀
一
一
ズ
ム

を
届
川
築
す
る
必
裂
が
み
る

じ
七
条
、
と
し
た
〕
、
同
刊
呼
の
一
平
末
比
松
山
総
の
粘
来
三
乞
経
却
の
報
酬
や
そ
心
総

c
f
ン
セ
ン
T

J

号、

I
W川
河
い
じ
口
只

ァ
の
方
法
令
確
定
す
る
松
拠
と
し
た

～
「
原
則
一
七
八
条
）
〈

ま
た
、
料
理
の
縁
側
田
川
八
刀
ゐ
止
は
、
ぷ
事
会
が
決
め
え
」
一
で
、
株
、
土
刊
何
人
一
三

門叶が、し、

liF 

説
明
し
な
け
れ
ば
な
っ
日
い

山
川
則
七
九
粂
」
J

、
が
刊
一
へ
の
イ
シ
布
、
て
J

イ
プ
と
、
ぷ
l

－
長
初
の
試
み
は
年
体
制
で
あ
り
、
止
な
A

的
な
や
り
方
は
さ
に
年
比
F
f
ラ
ス
何
げ
に
励
金
方

式
で
あ
る
v

ν

か
し
、
心
夫
以
い
は
、
ム
百
九
れ
の
附
に
叫
品
川
の
基
刊
が
な
く
、
そ
の
内
谷
主
犯
慰
す
る
の
が
間
諜
で
あ
る
こ
い
よ
J

）

k
h
坦
な

ど
の
限
前
日
小

μ己
幻
京
総
ゃ
ん
百
社
の
実
際
の
川
市
校
と
は
ほ
こ

y
y関
連
を
も
っ
て
い
な
い
と
と
ー
も
ア
／
ケ
ー
ト
調
査
に
一
。
っ
て
明
ら
か

一
一
、
〉
一
一
、

1

1

7

1

t

 

！
ド
？
」

1

J

1

、

ま
七
、
近
r
可
山
川
町
コ
石
の
長
期
的
な
悶
り
わ
札
強
化
す
る
に
の
の
方
川
氏
子
し
仁
川
叶
何
者
4
1
株
制
が
提
厄
き
れ
、
山
川
町
川
省
の

同
で
も
一
定
け
主
持
を
集
め
て
、

粁
P
U
い
か
台
の
ほ
刊
例
会
配
当
と
い
h

つ
見
え
や
す
い

ご
り
Lufdu
者
日
比
何
～
切
に
つ
、
て
は
、

経
理

［似J<oL/)56 1.3ヲUJJ ＇↑号、 100c 9 J 



形
に
で
き
る
こ
土
、
目
測
的
な
f
ン
ゼ
シ
一
ア
イ
f
B
E
Jえ
ね
る
一
、
と
立
ど
の
向
、

f
、
コ
ー
ポ

ν
i
ト
ガ
パ
一
／
ン
ス
心
効
果
が
ム
体
制

よ
り
優
れ
て
い
る
と
認
制
さ
れ
る
c

た
だ
一
方
で
、
株
式
ゃ
株
式
鱗
入
権
を
ど
れ
だ
け
供
I
J
ず
る
か
を
決
め
る
際
に
は
、
右
効
な
モ
一

タ
ー
リ
ン
グ
が
な
け
れ
ば
、
ヶ
ー
品
枠
制
の
場
合
と
同
収
相
、
，

r営
陣
に
よ
る
お
子
盛
り
に
な
る
可
隠
性
が
あ
る
、
と
の
一
桁
摘
も
あ
る
c

交
際

の
事
項
を
伐
の
4
Q
の
は
u益
事
会
て
は
な
く
、
怪
4
4
、
説
的
述
、
山
山
務
支
任
話
、
九
事
a
R
粁
品
引
な
1

〆
の
高
級
管
早
苗
合
メ
ノ

祈
一

川
一
！
と
一
す
る
専
門
込
攻
ィ
公
司
会
ト
め
る
ζ

－Pわ
れ
、
「
お

1
碍
り
」
の
陛
f
u
d
牛
じ
か
ね
な
い

先
に
述
べ
、

お
け
る
れ
述
の
報
酬
問
規
制

え
町
村
件
、
ハ
ノ
ル
条
河
境
、

凶
じ
条
一
－
H
九
号
、

レ条）

は
街
中
日

f

' 刀 Jド＇／スにお；十る拝 l用巾l見

私
的
は
も
の
に
す
ぎ
ず
、
報
酬
の
笥
出
や
そ
の
決
定
刀
法
は
解
釈
に
妥
ね
る
し
か
な
い
。
）
か
L
、
中
一
列
で
は
、
こ
の
間
程
に
均
一
ず
る

誌
誌
の
積
み
重
ね
や
判
釈
の
民
漬
か
か
一
は
と
J
U

ど
な
く
、
ム
ー
伎
の
政
向
に
、
注
弓
じ
た
い
n
h
l
u
l
～
、
恨
酬
の
ぬ
ム
丁
へ
の
問
舟
一
－
小
（
八
百
祉
法
一

七
九
条
一
二
ま
た
削
述
し
た

出品烈

七
八
条
は
、
粁
珪
刀
報
酬
の
相
当
伐
と
い
竜
一
つ
北
川
準
ケ
小
し
た
も
の
ー
に
と
刑
判
併
で

十
い
久
本

き
、
株
、
に
工

つ
も
の
だ
と
評
怖
で
き
よ
う
c

五

豆、ぺ
j
J
q
j
？
』

。
州
、
司
令

3
F
R
u
f
h

吋
J
／

1
1
1

1
 

ゴ

l
ボ
レ

l
ト
・
ガ
パ
寸
ノ
ン
ス
の
似
点
か
ら
山
町
同
会
仕
伝
（
り
必
営
者
制
皮
切
転
用
を
阿
仁
詩
人
h
j

が
、
経
用
心
権
問
問
、
草
市
中

長
と
の
栽
作
、
義
務
及
び
転
劇
外
制
の
点
h
d
y

諸
外
川
内
同
日
比
、
ご
っ
人
検
討
が
必
い
が
ー
ゴ
ー
一
一
が
み
ら
れ
る
つ

そ
の
独
国
は
積
々
考
え
ら
れ
る

ポレ

が
、
ち
ア

jZυ
校
以
前
一
会
の
は
計
河
川
け
済
体
制
の
時
代
に
忍
J
比
さ
れ
た
校
日
中
、

権
vr
が
j

（
だ
完
全
い
は
ェ
火
服
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
、

凶日'I::'

（
人
的
必
E
J
H
A
f
H
め
）
法
μ
枠
制
が
些
F
閣
の
ん
斗
上
に
あ
る
三
こ
に
あ
ろ
p

t

J

従
日
常
の
計
一
判
経
叫
同
体
制
の
下
で
、
合
業
は
政
人
L
h

〈
仕
立
訟
の
組
織
運
営
r
L
t
政
の
体
化
一
、
「
政
資
ふ

の
原
則
に
基
つ

企
業
の
経
骨
権
、

J

川
岩
資
ふ
れ
の
い
ず
れ
も
政
刷
。
子
に
撞
ら
れ
て
い
三
口
し
か
し
、

ぃ
～
J
も
り
や
↓
あ
り
、

九
市
中
7

様、

政
れ
刊
は
υ川町
J
い
け
市
寸
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"' 
門
家
で
は
な
〈
、

企庁
v
h
責
任
者
の
打
ん
叩
に
つ
い
て
も
経
一
円
能
力
よ
り
も
政
肘
と
い
し
先
に
対
す
る
忠
誠
戊
が
法
準
と
な
り
、

ま
た
、

九
七
ん
年
の
改
革
開
放
以
段
、

政
附
に

o
る
員
全
調
達
点
限
界
が
見
え
亡
き
し
止
た
め
、

体
制
止
古
ノ
酌
心
同
f
之
品
川
は
瀕
化
状
～
げ
で
あ
っ

-" 
訓 J

た
と
い
っ
て
J
2尚
一
斉
で
は
な
い

一
九
七
九
年
い
経
営
自
主
縫
拡
人
の
改
古
川
J

一
」
の
ょ
っ
な
凶
川
有
合
主
、
の
一
日
一
死
同
μ
山
本
一
川
一
る
た
め
に

叫
叶
礼
申
ふ
れ

ら
パ
八
ヘ

4
に訂句一日，
M
刊
山
一
ト
一
一
（
れ
判
例
が
リ
一
「
さ
れ
、

円
け
に
は
ー
ム
ヱ
吋
法
」
が
成
げ

L

ん
十
業
に
お
け
る
所
企

一
九
九
一
年

の
機
先
分
離
に
法
的
店
内
拠
合
目
え
た
υ

1

）
か
し
、
ご
の
よ
う
な
事
情
の
？
で
で
き
た
会
社
法
は
む
し
ろ
凶
有
作
業
改
不
法
的
色

ゲ／／
h
f

ふ山A
、ョ｝
λ

ノ、

1
f
4
M
U
J
l
v
7
M
G
 
7

川
家
株
主
心
利
ヰ
が
強
以
さ
れ
る
反
問
、

一
般
体
、
日
い
じ
取
引
伝
手
な
ど
に
対
す
る
庶
↓
居
は
必
ず
）
も
十
分
C
は

な
；
こ
の
よ
入
な
市
下
い
恒
に
切
、
丸
、
作
、
環
協
の
苓
備
が
K
V
殺
伐
の
没
際
C

紅
半
解
の
ま
ま
れ
出
法
の
校
倣
を
し
に
ア
め
、
会
引
作
、
ム
ロ

ル
小
に
笠
合
判
明
に
の
山
問
題
が
あ
る
の
え
な
ら
ず
、
運
営
に
お
け
る
法
律
／
）
現
実
り
玩
継
も
生
じ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
の
中
叫
に
と
三
－
は
、
会
社
法
の
改
革
を
兵
外
情
に
へ
閉
じ
る
以
前
に
、
ま
ず
、
会
礼
法
は
一
点
ぶ
妹
干
の
み
な
ら
す
妹
、
ド
工
会

体
の
軒
一
ぃ
抗
む
た
め
の
も
の
で
一
ぱ
一
じ
れ
ば
た
ら
な
レ
、
一

い
一
そ
の
仁
で
具
体
的
に
、
／
｝
の
よ
う
ほ
粁
日
者

仏
制
な
い
し
コ

l
F
レ
！
、
ガ
ド
2

ナ
ノ
ス
を
椅
架
す
れ
ば
い
い
か
に
つ
い
て
検
社
主
卓
ね
て
い
く
へ
持
で
あ
ろ
ろ
へ

－
ヰ
国
主
社
小
山
〕
一
w
一
存
同
」
ば
1

常
的
に
は
総
経
団
吋
」
一
括
ず
は
れ
、
一
々
、
中
凶
I
昔段一
J

く
陀
わ
い
出
て
い
る
一
終
日

は
必
ザ
ー
も
能
祥
事
心
｝

ζ

に
唄
九
一
オ
ヘ
品
い
む
の
部
門
記
↓
当
右
や
も
八
百
九
J

よ
h

り
心
レ
限
必
あ
る
〔

可
、
末
、
水
般
利
1
h
r

河
会
社
法
ヘ
リ
恥
九
円
と
そ
の
阿
川
知
性
心
作
叫
報
七
三
右
〔
／
一
戸
ケ
立
八
只
、
張
紅
中
川
一
人
↑
社
ー
リ
パ
に
お
け
る
会
社
怯
理
慌

附
」
ヘ
レ
八
ナ
教
育
問
版
社
九
九
仁
ん
l
）
九
五
、
白
県
民
主
T

版
よ
い
円
、
半
々
T

什
↑
国
公
社
法
九
円
」
ヘ
1
1

」
十
本
行
一
士
、
苅
聞
社
九
九
八
九
十
一

わ九ーコ
πυ

－
3
一
刻
九
ば
、
清
川
主
主
一
、
早
訳
）
「
巾
ぃ
回
向
山
予
f弘
法
定
集
／
会
弘
法
手
形
小
切
T
f仏
（
ド
山
人
科
済
社
一
六
〆
ハ
〆
↓
〉
一
で
は
1

支
配
R

へ」、

恒
例
境
1
u
凶
コ
ポ
レ
ヲ
卜
－
カ
パ
ー
ブ
J
V

スの川町
J
M
（
上
、
店
、
一
凶
際
院
事
法
務
（
幸
一
立
5
、
六
サ
（
（
一
ヘ
ノ
一
札
十
）
で
は
一
u

↓
／
汀
役
、

いう一回主門
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ト
八
皆
、
祥
充

一公
社
仏
の

H
中
比
較
」
修
治
法
日ゾ
工
九
巻
二
日
｛
一
九
九
六
年
」
で
は

一経
弾
」
と
い
う
中
凶
語
を
そ
の
ま
ま
使
い
、
ア
メ
リ
カ

の
役
目
に
近
い
と
い
う
・
晶
摘
が
な
さ
れ
た
t

そ
れ
以
外
、
什
ぷ
と
訳
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
c

例
え
ば
、
韓
暁
非
「
中
国
会
社
法
改
オ
に
閲
す
る

最
近
の
動
向
と
課
題
」
国
際
商
事
法
務
二
〈U
巻
囚
サ

｛二
0
0
一－

4
）C

ヘ
4
）
中
凶
最
初
の
会
社
訟
は
清
副
政
府
が
ム
九

C
同
年
ム
月
一

同
に
公
布

・
施
行
し
た

「公
吋
律
二
全
部
で

一一－
か
条
｝
と
さ
れ
る
t

りて

の
後

一
九
二
九
午
－
一
片
に
、
清
朝
に
仔
わ
り
成
立
し
た
中
市
民
国
政
府
が
新
し
い
ん
パ
祉
法
を
点
案
し
た
9

同
法
ば

．三
一
－
か
条
に
よ

っ
て
榊

成
さ
れ
、
そ
の
他
に

二
子
ル
条
の
ム
町
村
施
行
反
が
設
け
ら
れ
た
円
会
社
以
の
刻
一
定
す
る
九
五
村
形
態
は
合
名
会
社
、
ん
品
開
会
社
、
株
式
九
円
山門
会
社
、

株
式
有
限
会
引
の
同
種
類
で
あ
っ
た

「王
保
樹
’
広
助
之

「中
国
公
司
法
原
即
1

「什
会
和
小
『
え
献
出
版
社
二

O
O
－
年
）
じ
Q
l九
民
参

附…）

、
し
か
し
、
そ
の
後
一
九
阿
九
午
に
誕
バ
干
し
た
社
会
、
工
表
中
国
は
会
引
訟
を
今
日
む
中
華
民
同
の
す
べ
て
の
法
律
を
廃
止
し
た
。

？

と

末

、ぷ
敏
和

・
前
掲
説
一
－
五
九
会
貝、
．
ち
な
み
に
、
巾
同
人
民
性
渋
に
は
同
一系
株
主
の
利
益
を
｛
寸
る
た
め
の
措
置
が
他
に
も
占
め
る
2

例
え
ば
、
株

で
総
会
の
沃
議
は
、
会
議
に
出
席
す
る
株
主
の
宿
す
る
議
決
権
の
過
半
数
を
持
つ
て
な
す
こ
と
、
ま
た
重
安
な
事
項
に
閲
す
る
抗
議
ば
、
会
議

に
山
席
す
る
株
主
の
有
す
る
議
決
権
の
一二
分
の
一
の
多
数
を
も
っ
て
な
寸
こ
E
を
要
す
る
（
会
日
付
法

一
ハv
阿久市
会一
班
、）
と
き
れ
る
が
、
総
会
に

同
席
す
る
株
主
の
持
つ
べ
き
段
低
限
の
株
式
数

【
定
足
数
）

に
つ
い
て
の
定
め
は
な
い
ι

こ
れ
は
tu一
浅
の
ミ
ス
で
は
な
く
、
会
社
運
営
の
安
定

性
の
考
慮
か
ら
人
株
ムナ九
日
出
家
株
、ヱ－

が
会
社
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
や
寸
く
す
る
・
に
め
の
払
匡
で
あ
る
と
い
う
戸
出
入
院
山
容

・
温
燦

・
部
降

一企

業
和
公
司
法
F

（巾
同
人
民
大
学
出
版
汁

一－

0
0二
年
）
会会七
一
百
参
照
℃

（6
）

出
川徳
華

・
高
山
主
－Y
4寸
漏

『公
吋
法
投
一配
奈
規
定
新
釈
新
解
｛
卜
）1

（
人
民
法
院
出
版
引
－
一

0
0
二
年
）
八
川
七
官
、
。

f7
）

執

行
董
事
は
株
ム
ナ
人
数
の
少
な
い
か
鋭
筏
の
小
さ
い
有
限
賞
付
会
引
い
に
お
い
て
、
董
事
会
を
設
世
し
な
い
代
わ
り
に

－
名
を
設
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
さ
れ
る
も
の
で
、
経
川
と
の
兼
任
が
認
め
ら
れ
る
（
会
仕
渋
立
一
条
項
コ

な

お
、
執
行
董
事
の
権
限
は
定
款
の
山ど
め
に
よ
る

と
さ
れ
る

へ同
二
羽
三

（日
）
末
、
ぷ
般
利

寸コ

ー
ポ
レ
ー
ト
・
刀
ハ
ナ
ン
ス
と
ム
耳
打
法
」

（中
火
経
、
前
打
一
－

o
o
n一年
）
じ
ハ
白
、i
九
向
（
参
照

（9
】
例
え
ば
、
株
‘
下
総
会
中
心
主
義
に
拘
っ
て
い
る
の
は
、
現
在
の
株
式
会
計
の
大
半
は
従
来
の
回
世
門
企
業
か
ら
再
編
さ
れ
た
も
の
で
、
株
式

会
社
に
な
っ
て
も
同
が
支
配
的
株
主
と
い
う’
U
市
場
を
利
川
し
て
会
仕
に
対
す
る
コ
シ
ト
ロ
ー
ル
を
組
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
c
ま

た
、
社
会
土
義
と
い
う
大
前
提
の
ド
で
、
労
働
者
も
会
引
の
主
人
公
で
あ
る
と
い
う
こ

乙
で
、
会
性
法
に
従
業
員
の
権
利
保
障
に
附
す
る
規
定

も
設
け
ら
れ
て
い
る
，
従
業
け
れ
代
友
の
主
事
会
、
常
事
会
へ
の
参
か
は
そ
の

一
部
で
あ
り
、
他
に
も
一
七
条
の
従
来
日
推
挙
の
保
護
、
一
八
条

（阪大法＂？156 (3←2831 7'15 (20[)6. 9 J 



｛

U
v
d
品
開
組
へ
口
、
従
業
員
代
京
大
人
ぎ
り
青
動
U
保
障
及
び
’
f
川
本
組
給
汀
訳
、
ん
佐
官
1
0主
大
問
題
、
会
社
口
市
店
、
規
制
。
判
定
ワ
場
、
に
お
行
る

J

己
守
的
組
合
、
従
業
員
代
主
た
ん
パ
な
と
？
封
す
る
意
見
ア
泉
川
イ
ヌ
心
聡
収
日
九
J

定
め
ら
れ
い
7

竺
さ
店
主
什
ば
ヘ
一
世
に
！
日
け
る
牛
囚
宍
立
川

党
相
以
明
ノ
設
立
L

て
の
イ
山
誌
に
協
力

Jhhh
一
げ
れ
は
な
ら
な
い
一
、
台
仕
出
九
栄
一
「

－H
一
高
級
管
川
者
ル
ば
、
会
社
心
経
理
、
副
J

叶
迎
、
白
一
議
長
江
い
打
、
場
ム
ペ
計
心
君
主
人
一
日
山
古
比
ひ
吉
社
定
試
に
定
め
る
そ
の
他
の
大
「
心
ど
い

え
J

r

会
仕
法
じ
条
一
戸
（
一
サ
一

一日～

r
よ
弘
積
一
巾
岡
市
平
ふ
己
一
人
民
？
山
咋
J

山
一
川
辻
二
パ
ノ
ハ
ん
」
ん
口

－
い
こ
苛
♂
来
わ
に
同
科
長
刀
F

可
1
九
日
付
（
ー
へ
福
祉
山
人
良
川
版
社
凡
九
九
ヤ
一
二
耳
、
」

｛
同
へ
Y

一
主
一
人
太
一
見
交
合
法
三
一
作
令
岳
会
む
済
法
記

H
A
u川
編
「
巾
ι

人
民
H
川
町
市
川
公
寸
法
条
正
解
扶
止
決
伴
活
用
ー
へ
白
［
主
民
十
一
民
主
日
山

K
M
H
川
ゾ
（
一
f
一
位
、
一
小
川
｛
戸
、
f

－H
）
刊
し
、
地
Y
Yイ
拾
止
の
中
主
主
事
、

vV理
の
岩
肌
ー
に
い
対
A

一y
る
責
任
－
夜
明
記
す
る
主
心
が
ち
プ
幻
一
判
ス
ば
、
一
海
市
絞
住
J

区
株
ベ
ハ
バ
怜
条

例
」
～
九
九
↑
七
月

l
h
i川
忠
告
人
民
代
去
ム
パ
誌
で
務
妥
員
会
的
三
穴
ん
だ
り
へ
沼
J

ハ

六

久

人

、

条

項

目

、

前
L

で
経
川

清
戦
務
ど
隠
れ
一

r
岳
山
心
主
大
な
品
史
げ

I
り
、
第
三
者
に
指
一
守
主
7
J
／
行
場
合
、
人
て
心
主
乍
吉
一
八
は
町
村
川
は
第
一
白
に
対
ご
よ
百
升
1

」
連
帯

し
て
焔
償
責
江
～
L
刊
、
一
寸
乙
定
止
て
h
J
m
v

ニ
引
い
に
よ
れ
ば
、
第
三
者
F

J
や
す
る
よ
門
（
汗
心
構
成
要
件
は
二
つ
あ
る
J

叩
ち
、
江
歪
事
ま
こ
は
担
問
い

っ
総
持
叫
組
ノ
什
日
に
お
打
司
令
山
一
一
一

i
凡な
E
L人
、
お
こ
れ
に
－
で
り
第
三
者
に
坑
に
損
害
が
吟
じ
た
と
J

、
で
占
わ
る
一
こ
れ
l
之
，
後
力
会
村
一
法
改
に
vl

－一行主店長？

vcに
な
る
ピ
ろ
じ

（
日
一
小

U
立
ゅ
ん
巾
一
同
に
お
「
る
法
人
の
メ
法
rh為
日
±
と
λ

百
社
ム
討
の
制
定
「
山
4
M
ん
試
が
い
は
材
允
（
呉
川
判
中
子
山
県
投
民
選
h
h
記
ι
z
h山
岳
町
L

）一

へ
4
1
十
人
堂
九
九
九
年
、
六
じ
同
肖
、
ー

ヘ川
J

叶
世
丸
紅
一

1
M
f
E
O
在
小
山
町
f
J
E
結
構
片
的
注
付
一
十
ア
保
樹
立
J

湘
一
九
玖
授
与
体
制
、
的
公
民
法
改
革
n

一行、パヘド’
i
ー
文
守
門
戸
以
仕
二

コ
コ
’
ー
さ
日
一
七
七
日
ハ
。

－
げ
一
ふ
ヘ
吉
祥
人
t

前
山
向
リ
一
一
一
一
口
）

ヘ川
m
J

甲
子
ニ
ズ
吋

3
2
z
己
4
C

【

J
T
内
｛
｝
君
主
円

c
コx
z
与同
2
2
3「
《

ヌ

日

J
L
L
Z
T
戸

m
p
J二
日
臼
凶

R
E
E
J

（9
～
市
人
か
取
引
し
弘
明
記
会
国
際
部
会
前
制

J
1
ポ
レ
l
h

ガ
パ
づ
り
ス
デ
メ
リ
刀
L
H
A
作
協
人
以
「
コ
ー
ポ
レ

l
h

カ
パ
ナ
／
づ
人
の
は

担
分
干
、
／
筒

E
L
ω
川
主
－
本
訓
長
将
治
研
究
川
町
比
五
年
）
事
同
一

"' 
-" 
訓 J
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一包

篠

崎
降

一
経
営
白
の
タ
イ
ト
ル
l
c
E
O
、
C
ド

O
HU

に
つ
い
て
」
凡
刊
／
取
締
役
の
法
務
一
会
二
芳
三

0
0一
牛
七
月
」

（幻
）

梁
能
等
調

「公
司
治
理
結
構
一
中
国
的
実
践
「
J
美
問
的
経
験

（己
主
己
E
斥

C
2
。2
5
2
・
2
5
2円
HVE円
台

n
2
2己
》
ヨ
2
R
2

同

4
3
2
2
3）』
治
会
九
卒

（Z
〉
（
ソ
ロ
豆

5
E
E
C
U
C
5
2
2
2
執
川
市
）
資
料
日
「
人
民
大
学
出
版
引
一
会

0
0
0年
）
－
一
芥
一
一
頁
c

ヘ山口｝
）

朱
偉
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